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は じ め に 

 

 

 平素は、三重県こころの健康センターの業務に対してご支援、ご協力をいただき、あ

りがとうございます。令和２年度版三重県こころの健康センター所報をお届けします。  

 令和元年１２月から報告されている新型コロナウイルス感染症は、現在も全世界に影

響を与え続けており、もちろん精神保健の上にも大きな影を落としています。感染症で

亡くなられた方、罹患された方、家族を亡くされた方、職を失われた方など多くの方が

その影響を受けていると思います。この場を借りて皆様にお見舞いを申し上げます。ま

た、感染症業務にそして感染症のためにリスクを負って種々の業務に従事している関係

者の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。 

平成２２年以降減少していた全国自殺者数と同様、三重県でも近年自殺者数は減少し

ていましたが、令和２年には増加の方向へ向かいました。地域の自殺の基礎資料（自殺

日・住居地 確定値）によると、三重県自殺者数は、令和元年→令和２年になって、総

数２９８→３１９，男性２０７→２０６，女性９１→１１３と女性自殺者数の増加があ

りました。これも新型コロナウイルス感染症の影響を受けています。 

一方、良いこともありました。この感染症の発生により、人と直接会ってつながりを

持つことの重要性を誰もが痛感したように思います。また、電子メールやＳＮＳなどの

媒体を使用して意思疎通を図ることは発展しました。当センターでもＺＯＯＭなどを利

用してオンライン研修・講演会を開催することに慣れてきました。遠方の関係機関様か

らは好評です。しかし、相手の表情を見ながら、言葉のニュアンスを察しながら相談す

るというようなことについては、直接会うことには当然かないません。多忙な中でも顔

をあわせることの重要性を再認識しました。 

 令和２年度からひきこもり者やそのご家族への訪問を開始しました。少ない職員なの

で多くの訪問はできないのですが、支援手段を増やすということは重要です。ご本人が

外出されなくても、訪問時にお会いできなくても、自宅へ伺うことを了承してくだされ

ば、ご家族への訪問を実施するだけでも、家族内の力動が変わり、家族や本人の変化が

起こることは珍しくありません。今後も継続していきたいと思います。 

 精神医療審査会や精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費支給認定の判定について

は、相変わらず事務作業量は膨大ですが、公正な処理を継続していきたいと思います。 

今後もよろしくお願い致します。 

   

 

令和４年２月 

 

三重県こころの健康センター 

所長  楠本みちる 
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１ 沿 革                     

三重県こころの健康センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条の

規定に基づいて設置された地域精神保健福祉活動の中核機関である。 

 

  ○ 昭和61年５月  三重県津庁舎保健所棟１階（津市桜橋3丁目446－34）に開設。 

          保健環境部保健予防課の分室としてスタート。 

  ○ 昭和63年10月  三重県久居庁舎（久居市明神町2501-1）の完成に伴い、同庁舎 

            １階に移転。 

  ○ 平成元年４月  県健康対策課の地域機関として独立。「三重県条例第５号」 

○  平成11年８月  保険医療機関開設。「三重県条例第５号の一部改正」  

○  平成13年７月  三重県津保健福祉部久居支所の廃止に伴い、保健所支所跡に 

          事務所移転（久居庁舎内）。 

○ 平成14年４月  精神障害者保健福祉手帳、精神通院医療費の判定・承認業務、 

          精神医療審査会事務局が業務に加わる。 

○ 平成19年５月  こころの傾聴テレフォン開始。 

○ 平成20年４月  三重県津庁舎保健所棟２階（津市桜橋３丁目446－34）に移転。 

○ 平成23年４月  精神保健福祉相談を専門相談化。 

○ 平成23年４月  三重県自殺対策情報センターを開設。 

○ 平成25年４月  三重県ひきこもり地域支援センターを開設。 

○ 平成30年３月   三重県自殺対策情報センターから三重県自殺対策推進センター 

に名称変更 

 

２ 業 務 

   三重県こころの健康センターは、「精神保健福祉センター運営要領」（健医発第５７号

厚生省保健医療局長通知、平成８年１月19日）に基づき、県内全域を管轄し次の業務を

行っている。 

（１）企画立案 

      精神保健福祉を推進するため、県の精神保健福祉主管課及び関係機関に対し、    

   専門的立場から社会復帰の推進方策や地域における精神保健福祉施策の計画的推進 

   に関する提案、助言を行う。 

 

（２）技術指導及び技術支援 

      精神保健福祉活動を推進するため、保健所・市町及び関係機関に対し、専門 

   的立場から積極的な技術指導及び技術援助を行う。 

 

（３）教育研修 

      障がい者相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所、医療機関、市町、保健所、 

Ⅰ こころの健康センター概要 
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   その他の関係機関等で、精神保健福祉業務に従事する職員等に専門的研修を行い、 

   人材の育成及び技術的水準の向上を図る。 

  

（４）普及啓発  

      精神保健医療福祉分野に関する正しい知識や、精神障がい者の権利擁護等につい

て普及啓発を行うとともに、保健所及び市町が行う普及啓発活動に対して専門的立

場から協力、支援を行う。 

 

（５）精神保健福祉専門相談 

      精神保健医療福祉に関する一般的な相談のみならず、複雑または困難なものも扱

う。特に、「ひきこもり」「依存症」「自殺予防・自死遺族」については専門相談を標

榜する。当事者、家族、支援者いずれも対象とする。 

 

（６）組織育成・支援 

      精神保健福祉の向上を図るためには、県民や民間団体などによる活動も重要で 

   ある。家族会、当事者会、関係機関等の育成支援に努める。 

 

（７）薬物相談ネットワーク整備事業 

    薬物相談や依存症専門の対応ができる人材を育成するための研修や、依存症問題 

   家族教室を開催するとともに、センターの依存症相談機能を充実する。また、薬物 

   相談ネットワークを構築することにより、薬物相談に総合的に対応する体制を整備 

   する。 

 

（８）ひきこもり対策事業 （三重県ひきこもり地域支援センター） 

    ひきこもり専門相談機能を高めながら、ひきこもり家族教室・家族のつどいを開

催し、ひきこもり相談に総合的に対応する体制を整備する。ひきこもり地域支援セ

ンターとして、ひきこもり相談に適切に対応できる人材を育成するための研修を実

施したり、ひきこもり支援ネットワークの構築に努力する。 

    

（９）自殺対策事業 （三重県自殺対策推進センター） 

    自殺対策推進センターにおいて、自殺予防・自死遺族への相談対応ができる人材 

   を育成するための研修や、自死遺族のつどい（わかちあいの会）を開催するなど、 

   自殺予防・自死遺族の相談機能を充実する。また、自殺対策所管課や保健所と協力

して、市町自殺対策所管部署等関係機関への支援を行う。 

 

（10）こころの健康危機管理事業 

      こころの健康危機管理に対応できるよう、人材育成の研修を行うとともに、ここ 

   ろのケアに対する支援体制の整備支援を行う。 

 

（11）精神医療審査会の審査に関する事務 
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     「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第12条の規定により設置された精神 

   医療審査会の開催事務及び審査会の審査に必要な事務を行う。また、同法第38条の 

   ４の規定による退院等の請求に関する審査に必要な事務を行う。 

 

（12）精神障害者保健福祉手帳の判定及び承認事務 

   「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第45条第1項の規定による精神障害者 

  保健福祉手帳の交付申請に関する判定業務及び承認業務を行う。 

 

（13）自立支援医療費（精神通院医療）支給認定の判定事務 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第53条第1項の 

規定による自立支援医療費（精神通院医療）の支給認定の申請に関する判定業務を 

行う。 

 

（14）その他 

   ① 調査研究 

     統計及び資料を収集・整備し、県、保健所、市町等が行う精神保健福祉活動が 

    効果的に展開できるよう資料を提供する。 
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３ 施設の概要 

 

（１）所在地 

     三重県津市桜橋３丁目446－34 三重県津庁舎保健所棟２階 

（２）施設の状況 

   ① 敷地面積（津庁舎）  23,879.63㎡ 

  ② 建物面積（保健所棟）  延床面積 3,447.68㎡ 

  ③ 建物構造（保健所棟）  鉄筋コンクリート造３階建 

  ④ 各室面積 

   事務室（電話相談室） 110.63㎡、  事務・作業室  53.24㎡、 

   第１相談室（診察室）  29.12㎡、  第２相談室    24.00㎡、 

   第３相談室        23.68㎡、  図書資料室   38.40㎡、 

   ストレスケアルーム   38.40㎡、  地域交流室   19.20㎡、 

   倉庫           19.20㎡、  社会復帰室（保健所棟１階）50.97㎡ 

                                計  406.84㎡ 

（３）平面図 （令和 2 年 4 月 1 日現在） 

  

    津庁舎（保健所棟１階） 

 

 

    津庁舎（保健所棟２階） 

 

社会 

復帰室 

ｽﾄﾚｽ 

ｹｱﾙー ﾑ 

図書 

資料室 

第１ 

相談室 

第２ 

相談室 

第３ 

相談室 

地域 

交流室 

倉

庫 

事務室 

こころの健康センター 

事務室 
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４ 組織及び職員構成 （令和２年４月１日現在） 

（１）組織及び所掌事務 

 所 長  副所長（兼）  審査総務課  センター管理・総務・予算・経理  

              （４名）   精神障害者保健福祉手帳事務 

                     自立支援医療費（精神通院医療）事務 

                     精神医療審査会事務局 

                     センター長会、センター研究協議会 

                     精神保健福祉協議会事務局 

                  

              技術指導課  精神保健福祉に関する技術指導・技術支援 

              （５名）   教育研修の企画立案と実施 

               嘱託員   精神保健福祉に関する普及啓発 

                     精神保健福祉専門相談 

                     協力組織育成・支援 

                     薬物相談ネットワーク整備事業 

                     こころの健康危機管理事業 

                     ひきこもり対策事業 

（三重県ひきこもり地域支援センター） 

                     自殺対策事業 

（三重県自殺対策推進センター） 

                  

 

（２）職員構成 

職 名 職 種 人 数 

所 長        医師 1 

副所長兼審査総務課長（事務吏員） 一般事務 1 

技術指導課長    （技術吏員） 保健師 1 

主幹兼課長代理   （事務吏員） 一般事務 1 

主幹兼課長代理   （技術吏員） 看護師 1 

主 査       （事務吏員） 一般事務 1 

主 査       （技術吏員） 精神保健福祉士 1 

主 任       （事務吏員） 一般事務 1 

主 任       （技術吏員） 看護師 1 

技 師       （技術吏員） 保健師 1 

嘱託員 自殺対策推進センター支援員 (1) 

嘱託員       （非常勤） こころの傾聴テレフォンリスナー (20) 

計  10(21) 
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５ 県内の市町と人口 

 

                              令和 2 年 4 月 1 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町名 人口（人） 

県 計 

 

津市 

四日市市 

伊勢市 

松阪市 

桑名市 

鈴鹿市 

名張市 

尾鷲市 

亀山市 

鳥羽市 

熊野市 

いなべ市 

志摩市 

伊賀市 

 

木曽岬町 

東員町 

菰野町 

朝日町 

川越町 

多気町 

明和町 

大台町 

玉城町 

度会町 

大紀町 

南伊勢町

紀北町 

御浜町 

紀宝町 

 

1,771,855 

 

273,638 

310,019 

122,894 

158,997 

138,976 

195,328 

76,074 

16,214 

49,904 

17,617 

15,789 

45,420 

46,161 

86,306 

 

6,111 

25,664 

40,335 

11,033 

14,987 

14,244 

22,519 

8,786 

15,118 

7,822 

7,811 

11,042 

14,556 

8,024 

10,466 

 

桑名市 
木曽岬町 

菰野町 

東員町 

四日市市 

川
越
町 

朝
日
町 

いなべ市 

鈴鹿市 亀山市 

津市 

伊賀市 

名張市 

松阪市 

伊勢市 
鳥羽市 

志摩市 

南伊勢町 

度会町 

宮 川

村 

多気町 

明
和
町 

玉城町 

大紀町 

紀北町 

熊野市 

尾鷲市 

御浜町 

紀宝町 

大台町 
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１ 技術指導・技術支援 

 

（１）関係機関への技術指導・技術援助 

 地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町及び関係諸機関に対して、 

企画助言、情報提供、ケース援助、事例検討、研修会・研究会、連絡調整、委員会・ 

会議等、精神保健福祉に関する技術指導・技術支援を行った。 

    関係機関への技術指導・技術援助      （令和２年度 実施回数） 

企

画

助

言 

情

報

提

供 

ケ

ー

ス

援

助 

事

例

検

討 

研
修
会
・
研
究
会 

連

絡

調

整 

委

員

会

・

会

議 

そ

の

他 

合

計 

37 31 32 23 37 23 48 8 239 

 

内容別内訳                   （令和２年度延べ件数） 

区 分 

内       容 合

計 

老

人

精

神

保

健 
社

会

復

帰 

ア

ル

コ

ー

ル 

薬

物 

ギ

ャ

ン

ブ

ル 

思

春

期 

心
の
健
康
づ
く
り 

ひ

き

こ

も

り 

自

殺

関

連 

犯

罪

被

害 

災

害 

そ

の

他 

保 健 所 0 15 7 7 7 0 2 2 5 0 1 11 57 

市 町 0 12 5 5 5 0 3 2 10 0 1 9 52 

福祉事務所 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

医 療 機 関 2 12 5 5 5 0 0 1 2 0 2 5 39 

介 護 老 人 
保 健 施 設 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

障害者支援
施 設 

1 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 17 

社 会 福 祉 
施 設 

0 1 4 4 4 0 0 1 2 0 1 2 19 

そ の 他 0 14 6 6 6 1 9 5 4 0 2 4 57 

合 計 4 64 29 29 29 1 14 11 24 0 9 35 249 

 

 

Ⅱ こころの健康センターの活動概要 
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（２）保健所精神保健福祉相談担当者会議の運営 

    精神保健福祉相談担当者会議を１回開催した。 

    精神保健福祉相談担当職員のスキルアップのため、役割や対応・考え方について意

見交換を実施している。 

 

開催年月日 運営・協議の内容 

令和 3年 

3月 18日（木） 

＊ みえ障がい者共生社会づくりプランについて 

＊ 依存症関連  ＊ 自殺対策事業 

＊ 意見交換 

    ※ 保健所（精神保健福祉相談担当者）、県健康推進課（精神保健班）が参加 

 

（３）「保健所における精神危機管理・危機対応ハンドブック」の情報共有 

    保健所精神保健福祉相談担当者会議で行った研修会や事例検討を基に、保健所の 

   役割や対応・考え方についてまとめ、平成 27年度に「保健所における精神危機管理・ 

   危機対応ハンドブック」を作成・発行した。 

    過去に保健所で対応した多くの危機事例とその対応、考え方等を掲載しており、 

   保健所で有効に活用され、精神危機管理・危機介入業務がスムーズに実施できる 

   ことを目的としている。 

 保健所の精神保健福祉相談担当者にハンドブックの活用を周知した。 
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（４）研修会・勉強会等への職員講師派遣 

 

   関係機関への技術支援や精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を目的とし、下記 

 の研修会や勉強会に職員を講師として派遣した。 

 

  ① 保健所 

年月日 名称・テーマ 実施主体 対 象 人数 対応者 

令和 2年 

8月 18日（火） 

令和2年度紀南地域自殺対策協議会 

「紀南地域の自殺の現状」 

熊野保健所 紀南紀南地域

自殺対策協議

会委員 

 

13 

 

精神保健

福祉士 

令和 2年 

9月 24日（木） 

 

令和 2年度第 1回 

津地域精神保健福祉連絡協議会 

（こころ津むぎねっと） 

「事例検討を通じて津地域の 

（あったらいいな）」を語ろう 

津保健所 津圏域の 

精神保健福祉

関係者 

50 保健師 

令和 2年 

11月 9日（月） 

 

令和 2年度第 1回尾鷲地域自殺 

ネットワーク会議 

「三重県の自殺の状況について」 

 

尾鷲保健所 尾鷲地域自殺

対策ネット 

ワーク委員 

 

29 保健師 

令和 3年 

3月 18日（木） 

 

伊賀地区薬物乱用防止指導員研修

会 

「依存症の基礎知識」 

伊賀保健所 薬物乱用防止

指導員、薬物乱

用防止啓発団

体 

15 看護師 

 

 

② 市町 

年月日 名称・テーマ 実施主体 対 象 人数 対応者 

令和 2年 

7月 7日（火） 

 

尾鷲市事例検討会 

 

尾鷲市 市社会福祉協

議会、障害者総

合相談支援セ

ンター、市職

員、尾鷲保健所 

9 

 

精神保健

福祉士 



- 10 - 

 

 

 

  ③ その他 

年月日 名称・テーマ 実施主体 対 象 人数 対応者 

令和 2年 

10月４日（日） 

三重県臨床心理士会研修会 

「三重県の自殺対策について」 

三重県臨床 

心理士会 

三重県臨床 

心理士会会員 

70 

 

所長 

  

令和 2年 

9月 25日（金） 

 

令和 2年度ひきこもりサポ「ひきこ

もりの理解と対応について」 

伊勢市 ひきこもりサ

ポーター、市社

会福祉協議会、

市職員 

26 所長 

看護師 

令和 2年 

10月 31日（土） 

 

令和2年度ピアサポーター養成研修 

「県下のピアサポーターの状況と

活動について」 

明和町 ピアサポータ

ー、町職員 

26 精神保健

福祉士 

令和 2年 

11月 10日（火） 

 

桑名市保健福祉部内研修 

「自殺予防相談対応について」 

桑名市 窓口業務担当

職員、地域包括

支援センター

職員、福祉なん

でも相談セン

ター職員 

20 看護師 

令和 2年 

11月 20日（金） 

 

令和 2年度第 1回津市自殺対策 

ネットワーク会議 

「三重県の自殺の現状について」 

津市 津市自殺対策

ネットワーク

会議委員 

 

26 

 

保健師 

令和 2年 

12月 1日（火） 

 

桑名市なんでも相談センター研修 

「ひきこもり相談と支援の実際」 

桑名市 保健師、地域包

括支援センタ

ー職員 

 

12 

 

所長 

看護師 

令和 3年 

2月 1日（月） 

 

令和 2年度第 2回津市自殺対策 

ネットワーク会議 

「三重県の自殺の現状について」、

「自殺予防相談の状況や対応に 

ついて」 

津市 津市自殺対策

ネットワーク

会議委員 

 

17 

 

保健師 
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２ 教育研修 

 

（１）精神保健福祉研修 

    相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所、医療機関、市町、保健所、その他 

の関係機関等で精神保健福祉業務に従事する職員などを対象に、基礎・専門研修を 

実施している。 

 

① 精神保健福祉基礎研修 

対象： 精神保健福祉業務に従事しておおむね３年未満の方 （初任者向け研修会） 

実施日時 内   容 

新型コロナウイルス

感染症の感染防止の

観点から、研修資料

を期間限定で公開

し、自主学習による

開催とした。 

【資料掲載期間】 

令和 2 年 6 月 11 日

（木）～6 月 30 日

（火） 

 

精神保健福祉基礎研修【基礎知識編】 

 

資料「精神保健福祉総論～歴史と理念～」 

 

資料「精神保健福祉総論 

～精神保健福祉の法体系・施策と社会資源～」 

 

資料「精神保健の基礎知識～疾患の理解と対応～」 

 

新型コロナウイルス

感染症の感染防止の

観点から、中止とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神保健福祉基礎研修【基礎技術編】 
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② 精神保健福祉専門研修 

 対象： 精神保健福祉業務に携わっている方（現任者向け研修会） 

実施日時 内   容 

新型コロナウイルス

感染症の感染防止の

観点から、中止とし

た。 

 

 

③ 教育研修 

【精神科医療と福祉の連携研修会】 

対象：精神科病院、障害福祉サービス事業所、指定特定・指定一般相談支援事業所、 

障がい者（総合）相談支援センター、地域包括支援センター、 

訪問看護ステーション、市町・保健所精神保健福祉担当者など  

実施日時・場所 内   容 受講者数 

令和 3 年 

2 月 26 日（金） 

10:00～12:00 

三重県津庁舎 

63 会議室及び 

Cisco Webex 

Meetings による 

オンライン 

講演：本人のリカバリーが最も促進される 

「家族まるごと支援」  

-地域で支えるメリデン版訪問家族支援の 

理念と実践技術- 

講師：京都ノートルダム女子大学 

   現代人間学部 福祉生活デザイン学科 

          准教授 佐藤 純 氏 

 

９４ 

 

【退院後支援スキルアップ研修会】 

対象：精神科病院、障害福祉サービス事業所、指定特定・指定一般相談支援事業所、 

障がい者（総合）相談支援センター、地域包括支援センター、 

訪問看護ステーション、市町・保健所精神保健福祉担当者など  

実施日時・場所 内   容 受講者数 

令和 3 年 

2 月 22 日（月） 

13:30～16:00 

三重県津庁舎 

65 会議室及び 

Cisco Webex 

Meetings による 

オンライン 

講演：「精神障害にも対応した 

地域包括ケアシステム構築について」  

- 

講師：岡山県精神保健福祉センター 

          所長 野口 正行 氏  

 

８１ 
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【三重 DPAT 研修】 

  対象：DPAT 登録病院 DPAT チーム（医師・看護師・ロジスティクス等（３～5名））、 

精神科病院職員、市町職員、保健所職員 

実施日時・場所 内   容 受講者数 

令和 3 年 

2 月 27 日（土） 

13:00～16:30 

Cisco Webex 

Meetings による 

オンライン 

 

①．DPAT 体制について 

  講師：こころの医療センター 

②．DPAT 活動における各職種の役割について 

講師：榊原病院、こころの医療センター 

③．DPAT 活動における感染症対策 

  講師：静岡県立こころの医療センター 

  （DPAT 事務局イーラーニング研修より） 

④．三重県地震被害想定と三重県の防災体制について 

  平時における精神科救急医療体制について 

講師：三重県防災対策部 災害対策課 防災訓練班 

三重県医療保健部 健康推進課  

精神保健班 

 

４４ 

 

④ その他（詳細は各事業該当ページを参照） 

○ 薬物相談ネットワーク整備事業： 依存症に関する講演会・依存症フォーラム 

○ ひきこもり対策事業： ひきこもり講演会・支援者スキルアップ研修会 

○ 自殺対策事業： 相談窓口対応力向上研修 
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３ 普及啓発 

   

   精神保健福祉の知識、精神障がいの正しい知識、県内の社会資源情報等について、 

  普及啓発活動を実施した。 

 

（１）こころの健康センター案内リーフレットによる啓発 

案内リーフレットにより、こころの健康センターの機能の紹介に努めた。 
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（２）「こころのケアガイドブック」の作成  

   こころのケアガイドブックは、県内の精神保健医療福祉に関する社会資源情報を 

  掲載した冊子として、平成14年3月に初版を発行した。 

その後、平成18年には障害者自立支援法（現：障害者総合支援法）の施行により、 

  相談支援体制や福祉サービス制度が大幅に改正され、複雑な仕組みに変わった。 

そのため、地域での支援に活用していた 

  だくことを目的に、平成23年度に社会資源 

  情報を整理し、「こころのケアガイドブック」 

  を改訂・発行した。その後も毎年度更新を行い、 

情報提供をしている。 

  

   掲載項目は「医療機関編」「相談窓口編」   

  「専門相談編」「社会資源編」となっている。 

  令和元年度版以降は、冊子は作成せず、 

ホームページに情報を掲載し、その都度修正を 

加えて最新情報の提供に努めている。 
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（３）ホームページによる普及啓発 

平成23年度にホームページの方向性を「啓発・情報発信の中核」と位置付け、充実 

  させていくこととし、センター内事業の情報だけでなく県内の精神保健福祉全般の 

  情報を幅広く掲載するよう取り組んでいる。 

また、研修会を開催した場合は可能な限り研修資料をホームページに掲載するよう 

  にしている。 

なお、令和2年度は年間計31回更新し、タイムリーな情報提供に努めた。 

アドレス http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/ 

 

 

 

 

  

http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/
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（４）メールマガジンの発行 

  当センターの業務内容や精神保健福祉に関する情報を関係機関に紹介するため、 

 平成22年度からメールマガジン「センターだより『こころの健康』」を発行してい

る。 

  令和2年度は第40号から第42号まで発行した（「資料編」に掲載）。当センターの 

ホームページにも掲載した。 

 

  発行年月 内 容 

第 40 号 
令和 2 年 

9 月 

・新型コロナウイルスとこころのケア 

・自殺予防週間について 

第 41 号 
令和 2 年 

11 月 

・アルコール依存症、啓発週間について 

・依存症フォーラム報告 

第 42 号 
令和 3 年 

3 月 

・ひきこもり講演会・スキルアップ研修会報告 

・自殺対策強化月間 

 

（５）職員による講演活動（再掲） 

    関係機関への技術支援や精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を目的として、 

   研修会や勉強会に職員を講師として派遣した。（研修会・勉強会の実施主体別に掲載） 
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４ 精神保健福祉専門相談 

 

 （専門相談へ移行した経緯） 

   こころの健康センターでは、県民から幅広く相談を受ける「精神保健福祉相談」を 

  実施してきたが、電話相談の大部分は他の相談機関でも対応が容易な「一次的な相談」  

  で占められており、精神保健福祉センターの専門性を活かした機能・役割が十分に 

  発揮されているとは言い難い状況であった。 

 そのため、平成22年度に県の役割を踏まえた精神保健福祉センターの相談支援体制 

のあり方について、所内に検討会を設置して１年間に及ぶ検討を行った。県内外の 

相談機関の現状を把握するとともに、精神保健福祉に携わる県内の支援機関にアンケ 

ートを実施（150箇所送付、うち回答105箇所）して、こころの健康センターに求めら 

れている役割を調査した。 

 その結果、精神保健福祉センターに求められている「複雑又は困難な相談」「専門 

的な相談」に対応するため、これまでの相談支援体制を全面的に見直して、専門相談 

を中心とした新たな相談支援体制を構築し、平成23年度から実施している。 

 

※ 平成23年4月1日からの相談機能（一部修正） 
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（１）専門電話相談 

①  ひきこもり・依存症 専門電話相談（毎週水曜日13:00～16:00） 

 

②  自殺予防・自死遺族 電話相談（4～6月：毎週月曜日13:00～16:00  

※祝日の場合は火曜日 

                   7～3月：月～金曜日13:00～16:00） 

 

③ その他（上記以外への電話） 

   

 

 

 

 

 

 

77
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ひきこもり 依存症 自殺関連 その他

ひきこもり・依存症専門相談電話 主訴内訳
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ひきこもり 依存症 自殺関連 その他

自殺予防・自死遺族相談電話 主訴内訳

49 104

660

1678

0

500

1000

1500

2000

ひきこもり 依存症 自殺関連 その他

その他電話 主訴内訳

 ★ 開設日数 194 日 
（統一ダイヤル相談日を含む） 

 ★ 相談件数 540 件 
（全相談件数の 16.8％） 

 ★ １日平均 2.78 件  
（専門相談 3 時間中） 

 ★ 主訴が「自殺予防・自死遺
族」の割合は 70％となってい
る 

 ★ 相談件数 2,491 件 
 （全相談件数の 77.8％）  

★ 開設日数 50 日 
★ 相談件数 169 件 

（全相談件数の％） 
★ １日平均  3.38 件 

 （専門相談 3 時間中） 
★ 主訴が「ひきこもり」「依存症」

の割合は計 85.2％となってい
る 
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（２）専門面接相談  

①  ひきこもり面接相談  

 

②  依存症面接相談 

 

③  自殺予防・自死遺族面接相談 

 

④ その他 
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（３）全体の相談件数 

 

  表１ 令和２年度 来所相談・訪問指導の受付経路 

  （再掲）新規者の受付経路  

区 分 実人数 保健所 市町村 医療機関 その他 

計 

166 

（うち、 

 訪問指導 4） 

1 4 4 75 

 

 

  表２ 令和２年度 来所・電話相談の詳細 

区 

分 

（再 掲） 相   談 

実

人

数 

延 人 数  

老

人

精

神

保

健 

社
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復
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薬
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春

期 
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健
康
づ
く
り 

う
つ
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う
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て

ん
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ん 

そ

の

他 

計 

計の再掲 

ひ

き

こ

も

り 

発

達
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害 

自

殺

関

連 

（
再
掲
）
自
殺
者

の

遺

族 

犯

罪

被

害 

災

害

関

連 

来所 

相談 
162 

0 37 12 10 143 14 1 136 １ 0 0 10 364 

149 0 19 18 0 0 

訪問 

指導 
4 7 0 0 0 0 0 

電話
に 

よる 

相談 

－ 6 1605 30 6 105 22 37 983 155 60 2 189 3200 122 12 1039 382 0 0 

 

 

  表３ 相談者別相談件数 

 

 Ｈ25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

来所相談 

【うち 

訪問指導】 

145 

 

（84） 

146 

 

（57） 

125 

 

(83) 

111 

 

(86) 

261 

 

(78) 

440 

 

(165) 

450 

 

(160) 

364 

【７】 

(166) 

電話相談 

（関係者からの

相談含む）  

507 527 758 711 1,066 1,322 1,596 3,200 

  （  ）は新規数 
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   表４ 精神保健福祉専門相談（訪問・来所・電話）の相談内容別 延べ件数 

 

   

※ この件数は当センターで受けた全相談件数であり、専門相談日以外にセンターで 

  相談を受けた件数も含む。※ ａ～eはＡ～Ｇの再掲。 

 

 

（４）特定相談指導事業（再掲） 

  ①思春期相談（思春期精神保健に関する相談指導等） 

   令和２年度の相談は延べ３８件であった。 

  ひきこもりや不登校、発達障がいなどの社会を取り巻く環境の変化に伴い、今後、 

 相談内容の多様化も予想される。 
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②アルコール相談（アルコール関連問題に関する指導等） 

   令和２年度の相談は延べ４２件であった。 

アルコール健康障害対策基本法、飲酒運転０（ゼロ）条例の制定など、アルコール

問題への対策が進められており、社会の関心も高まっている。今後も柔軟に相談に対

応していく。 

 

（５）こころの傾聴テレフォン 

（開設に至った経緯） 

   平成13年度、こころの健康センターでは青年期・中壮年期におけるこころのケア   

  実態調査を行った。この結果、メンタルヘルスに関する普及啓発、教育研修機能の 

  強化、地域で気軽に相談できる体制づくりと関係者のネットワーク化が望まれている  

  ことが明らかになった。 

   このことから、三重県の健康づくり総合計画「ヘルシーピープルみえ21」の中で、 

  メンタルヘルスが中心課題のひとつと位置づけられた。これに沿って平成14年度から  

 「傾聴できる人・身近で話を聴くことのできる人」としての『リスナー』の養成がなさ 

  れてきた。 

   平成19年度から、リスナー養成の目的に沿った「身近にある、話を聴く窓口」と 

  なることを目指して「こころの傾聴テレフォン」を開設、リスナーによる傾聴電話が 

  開始された。 

 

傾聴テレフォン着信状況（平成20年4月1日～令和3年3月31日） 
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平成19年度からの月別通話件数 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平成19年度 ― 2 57 81 88 88 100 148 140 185 178 136 

20年度 169 181 210 191 187 217 230 197 228 238 194 223 

21年度 220 212 259 263 267 244 362 271 256 243 221 285 

22年度 281 275 291 242 277 337 265 291 224 238 253 310 

23 年度 303 306 376 310 385 343 338 286 275 333 335 366 

24 年度 345 392 374 343 384 363 383 387 342 367 342 354 

25 年度 388 305 346 379 377 340 403 325 266 307 282 301 

26 年度 304 330 328 356 334 347 385 307 331 286 323 368 

27 年度 376 323 401 422 399 405 407 389 400 355 380 431 

28 年度 381  360  404  371  392  362  335  362  327  323  362  415  

29 年度 364 398 416 390 384 377 351 334 339 355 365 380 

30 年度 379 383 378 361 392 267 369 349 345 340 351 355 

令和元年度 375 354 375 386 322 347 369 367 346 326 312 349 

2 年度 377 327 345 352 343 353 400 329 339 321 327 394 

※平成 19 年 5 月 28 日開始 
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５ 組織育成・支援 

 

（１）家族会への支援 

① 三重県精神保健福祉会（さんかれん） 

昭和44年8月に病院家族会「いすず会」が中心になり、「三重県精神障害者家族会 

連合会（三家連）」が設立された。社会資源がほとんどない時代から現在に至るまで、 

精神障がい者の社会復帰を目指した活動・取り組みを継続して行っている。 

平成18年4月にはＮＰＯ法人化され「三重県精神保健福祉会（さんかれん）」と 

なった。 

平成21年度からは住宅保証人制度や就業支援に、平成23年度からは「家族のため 

の家族相談（電話・面接・サロン）」や家族相談員研修会にも取り組んでいる。 

 

② 家族会（地域、病院、施設） 

「さんかれん」の会員となっている県内の家族会は、地域家族会11箇所（うち2ヶ 

   所休止中）、病院家族会1箇所、施設家族会2箇所であり、それぞれの地域で活動を行 

っている。 

 

【支援状況】 

センターでは「さんかれん」運営への支援を随時実施するとともに、各種大会・ 

研修会への参加を通じて、家族会への支援を行っている。 

内 容 参加・支援回数 

「さんかれん」への運営支援・家族相談への支援 随時  

家族相談振り返り会への参加・運営支援 7回  

理事会・総会・拡大部会への参加 0回  

さんかれん大会等の実行委員会への参加・支援 

（新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、さんかれん

大会は中止） 

―  

 

（２）精神保健福祉ボランティアへの支援 

① 三重県精神保健福祉ボランティア連絡協議会（こころのボランティア協議会） 

平成11年度に７つの精神保健福祉ボランティアグループで構成する連絡協議会が 

発足した。現在は、３つの構成団体がボランティア団体の相互の情報交換や障がい

者スポーツ大会への協力を行っている。 

   ② 三重てのひら 

平成元年から当センターで実施した、精神保健福祉ボランティア教室の修了生に 

より、平成４年に結成された。平成15年度から当センターで実施されていたデイケ 

アを引き継ぎ、毎週月曜日及び第2・第4金曜日に当事者サロン「ありんこ」を開催・

運営している。 
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 【支援状況】 

センターでは、こころのボランティア協議会の運営を支援するとともに、「三重て 

のひら」が運営している当事者サロン「ありんこ」に参加するなど、ボランティア 

への支援を行っている。  

 

内 容 参加・支援回数 

こころのボランティア協議会への参加  随時  

サロン「ありんこ」への参加・運営支援 随時  

 

 

（３）当事者会・当事者グループへの運営支援 

センターでは、「こころのケアガイドブック」へ当事者会・当事者グループの活動 

内容を紹介するとともに、ホームページへも掲載している。 
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６ 薬物相談ネットワーク整備事業 

三重県こころの健康センターは、平成11年度から薬物相談ネットワーク整備事業を実

施している。事業では、依存症に悩む当事者への支援だけでなく、その家族や関係者が、

依存症について正しい知識を持ち、適切な対応を学ぶことを目的としている。依存症は薬

物だけでなく、アルコールやギャンブルと多岐にわたっており、近年、それらに関連する

法律が整備され、計画の策定も進められている。依存症については、関係機関が連携し、

依存症についての社会全体の関心と理解を深めるとともに、当事者や家族を早期に適切

な治療や支援につなげていくことが重要である。 

当センターでは、多岐にわたる依存症に関する専門相談に加え、家族教室や講演会、啓

発フォーラム等を実施し、これらの問題に取り組んでいる。 

（１）依存症専門相談 

 ① 依存症専門電話相談（毎週水曜日） １８１件 

（専門電話以外に相談のあった件数を含む、依存症相談総数） 

 ② 依存症専門来所相談 １８７件   （相談の内訳） 

（２）家族教室 

   薬物だけでなく、様々な依存対象が精神保健福祉上の問題となるため、平成 21年度 

  から家族教室の名称を「薬物問題家族教室」から「依存症問題家族教室」と改め、 

全５回シリーズで開催している。 

実施回数４回、参加延人数２２名 

 

         薬物 ギャンブル アルコール その他 

電話相談 ６ １０５ ３０ ４０ 

来所相談 １０ １４３ １２ ２２ 

 実施日 内容 参加人数 

①  

令和 2年 

8月 21日（金） 

→新型コロナウイ

ルス感染症の感染

防止の観点から中

止 

「依存症の理解」「状況を整理する」「安全な対応を考える」 

  三重県こころの健康センター所長 楠本 みちる 

三重県こころの健康センター スタッフ 
 

②  
令和 2年 

9月 18日（金） 

「コミュニケーションを変える」 

「望ましい行動を増やす方法/望ましくない行動への対応」 

         三重県こころの健康センター スタッフ 

３ 

③  
令和 2年 

10月 16日（金） 

「あなた自身の生活を豊かにする」 

京都府立大学 准教授 山野 尚美 氏 
６ 

④  
令和 2年 

12月 18日（金） 

「怒りのコントロールを学ぶ」 

三重県立こころの医療センター地域生活支援部  

山元 孝二 氏 

５ 

⑤  
令和 3年 

2月 19日（金） 

「依存症とその回復」 

特定非営利活動法人 三重ダルク代表 市川 岳仁 氏 
８ 



- 28 - 

 

（３）依存症フォーラム 第２１/２２回三重ダルクフォーラム 

（ＮＰＯ法人三重ダルクと共催） 

    日 時： 令和2年8月29日（土）13:00～16:30  

    開催方法： オンライン 

    内 容： 講演及び対談、体験談 

     テーマ 「依存症自助グループと障害者運動：無力の力、他力と自力」 

     ・講演 

講師 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 熊谷 晋一郎 氏 

・対談 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 熊谷 晋一郎 氏 

   特定非営利活動法人 三重ダルク 代表 市川 岳仁 氏 

   特定非営利活動法人 東京ダルク 代表 幸田 実 氏 

   特定非営利活動法人 長崎ダルク 代表 中川 賀雅 氏 

   関西学院大学 教授 佐藤 哲彦 氏 

・三重ダルクメンバーの語り 

対象者： 県民、当事者、家族、支援者（教育・医療・保健・福祉更生保護などに

従事する者） 

 

（４）ＮＰＯ法人との協働委託事業 

  地域における相談支援に携わるスタッフが、依存症に関する理解と有効な社会資源 

 情報を共有し、依存症者がより回復への道を歩むことを目的に、平成18年度からＮＰ 

 Ｏ法人三重ダルクとの協働委託事業を実施している。 

① 「依存症ネットワーク会議」の開催 

  依存症問題を抱える当事者・家族等を、地域のネットワークで支えられるよう、

地域の関係機関が情報交換、情報共有を行うことで、地域の実情に応じた連携強

化を図り、依存症問題に総合的に対応できる支援体制の構築を目的としている。 

  実施地域： 県内５箇所（北勢地域、中勢地域、南勢志摩地域、伊賀地域、東紀州地域） 

  対 象： 地域の関係機関（市町、保健所、相談支援事業所、精神科病院、警察、 

保護観察所、保護司会など） 

実施回数５回、参加延人数１５４名 

実施地域 実施日時 場 所 参加人数 

伊賀地域 
令和 2年 10月 27日（火） 

   13:30～16:00 
三重県伊賀庁舎大会議室 ２４ 

中勢地域 
令和 2年 11月 20日（金） 

   13:30～16:00 
三重県津庁舎大会議室 ２４ 

南勢志摩地域 
令和 2年 12月 25日（金） 

   13:30～16:00 
三重県津庁舎大会議室 ４０ 

東紀州地域 
令和 3年 1月 22日（金） 

   13:30～16:00 
三重県尾鷲庁舎大会議室 ２６ 

北勢地域 
令和 3年 1月 29日（金） 

   13:30～16:00 
三重県四日市庁舎大会議室 ４０ 
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② 依存症に関する講演会 

   日 時： 令和2年11月27日（金）14:00～16:30 

   場 所： 三重県津庁舎大会議室 

内 容：  

     テーマ 「ギャンブル等プロセス依存の対処法 

～金銭問題の解決と生活環境改善に向けて～」 

   講師 認定NPO法人ワンデーポート理事長 

司法書士  稲村 厚 氏 

対象者： 医療、保健、福祉、教育、更生保護など精神保健福祉および依存症関

連問題に従事する者） 

 参加者数：５８名 

 

（５）ギャンブル障害集団プログラム 

   平成30年10月からギャンブル等の問題で悩んでいる方を対象に、毎月第2土曜日

に島根ギャンブル障がい回復トレーニングプログラム：SAT－G（Shimane 

Addiction recovery Training program for Gambling disorder）を用いた集団プロ

グラムを実施している。 

実施回数８回、参加延人数２８名 

 

 

実施日 令和 2年 

4月 11日 

令和 2年 

5月 9日 

令和 2年 

6月 13日 

令和 2年 

7月 18日 

令和 2年 

8月 8日 

令和 2年 

9月 12日 

参加人数 →新型コロ

ナウイルス

感染症の感

染防止の観

点から中止 

→新型コロ

ナウイルス

感染症の感

染防止の観

点から中止 

４ ４ →新型コロ

ナウイルス

感染症の感

染防止の観

点から中止 

２ 

実施日 令和 2年 

10月 10日 

令和 2年 

11月 14日 

令和 2年 

12月 12日 

令和 3年 

1月 9日 

令和 3年 

2月 13日 

令和 3年 

3月 13日 

参加人数 →新型コロ

ナウイルス

感染症の感

染防止の観

点から中止 

４ ３ ３ ４ ４ 
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７ ひきこもり対策事業 （三重県ひきこもり地域支援センター） 

 

（事業の経緯） 

  こころの健康センターでは、平成15年度に「ひきこもり等への相談・支援体制整備 

事業」により、ひきこもり等の相談事例の収集分析を実施した。その結果、就学終了と 

ともに支援が途切れ、本人・家族共に、家庭内で問題を抱えながら長期にひきこもって 

いる事例も少なくない現状が浮かび上がった。 

 

そこで、平成16年7月から「新たな精神保健分野に対応する相談支援事業」として、 

 ひきこもり相談等の対応困難な事例の支援体制の検討を行うとともに、「ひきこもりサポ 

 ート事業」としてひきこもり支援を開始した。また、平成17年度からは民間精神科病院 

 （総合心療センターひなが）への業務委託により「サポートセンター」を設置し、対応 

 困難な事例への支援体制を整えた（平成18年度まで２年間）。 

 

  平成19年度から「こころの相談機関のためのサポートセンター機能」は当センター内 

 に位置付けられた。また平成19年度から平成22年度までは、県民しあわせプラン第二次 

 戦略計画の「みえ舞台づくり 若者の自立支援プログラム」の『ひきこもる若者の自立 

 支援事業』として事業を実施した。 

 

平成23年度からは「ひきこもり専門相談」を開始し、ひきこもり支援の専任の非常勤 

 職員が配置された（平成24年度まで２年間）。 

平成25年度から、地域におけるひきこもり者支援体制の整備を推進すること等を目的

として、当センター内に「三重県ひきこもり地域支援センター」が設置され、事業の効

果的な実施に努めている。 

 

 

（１）ひきこもり専門相談 

① ひきこもり専門電話相談（毎週水曜日）    １２７件 

（専門電話以外に相談のあった件数を含む、ひきこもり相談総数） 

 

② ひきこもり専門面接相談 １４９件 

 

 

計 

内 訳 

精神疾患 

の疑い 

発達障がい 

の疑い 

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障がい 

の疑い 
その他 

電話相談 １２７ ２５ １０ １ ９１ 

来所相談 １４９ ７ ０ ０ １４２ 

 

  ③ひきこもり訪問 

   のべ人数  7名 

   実人数   4名 
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（２）家族教室・家族のつどい 

① ひきこもり家族教室 

    ひきこもり問題を抱える家族が、正しい知識や情報、対応方法、社会資源につい

て理解し学ぶことによって問題解決能力の向上をはかり、本人の状態改善に役立て

ることを目的として実施した。 

 

対 象： ひきこもり状態にある子などを持つ家族 

    期 間： 令和２年９月～令和３年３月 14時～16時 （全４回） 

    参加者： 延べ ４２名 

 

 日 程 内 容 参加人数 

①  
令和 2年 

9月 10日（木） 

ひきこもりの理解と対応 

三重県こころの健康センター所長 楠本みちる 
１５ 

②  
令和 2年 

11月 12日（木） 

ひきこもり当事者の体験発表 

 
１２ 

③  

令和 3年 

1月 7日（木） 

家族のグループセッション 

        三重県立こころの医療センター 

           公認心理士 榊原 規之 氏 

９ 

④  
令和 3年 

3月 11日（木） 

地域の社会資源と社会参加について 

        三重県こころの健康センター職員 
６ 

 

② 家族のつどい 

ひきこもり問題を抱える家族同士での交流や情報交換を基本とし、共通する悩み 

や不安について一緒に考えたり、話し合ったりすることを通して学びあうことを 

目的として実施した。 

 

対 象： ひきこもり状態にある子などを持つ家族 

昨年度までの家族教室への継続参加者 

    日 時： 令和２年８月２０日（木）14時～16時 

    参加者： ８名 

    内 容： フリートーク（家族同士の話し合いや意見交換を中心に行う） 

 

③ 自主的なつどい「虹の会」運営支援 

    平成25年度「家族のつどい」への参加者を中心に、「自主的なつどい」の開催を 

働きかけた。 

    その結果、平成26年1月から毎月開催されるに至り、センターは運営支援を行っ 

ている。現在は自主的なつどい「虹の会」として毎月１回開催されている。 

    開催日： 毎月第３木曜日 

    参加者： 延べ ４６名 
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（３）講演会・研修会 

  ① ひきこもり講演会（オンライン講演会） 

日 時： 令和３年１月２５日（月）13時30分～15時 

内 容： 講演 「わが子のひきこもりを長期化させないために 

～家族ができること～」 

講 師： 斎藤 環 先生 

精神科医・筑波大学医学医療系社会精神保健学教授 

参加者： ７４名（一般・医療・保健・福祉・行政・教育・就労支援関係者等） 

    

 ② 支援者スキルアップ研修会（オンライン研修会） 

（第１回） 

日 時： 令和３年３月８日（月）１３時３０分～１６時 

内 容： テーマ： 「ひきこもりに関する理解と支援」 

講 師：原田 豊 医師（鳥取県立精神保健福祉センター 所長 精神科医師） 

ひきこもり経験者  

参加者：５２名 

（行政・医療・保健・福祉・教育・労働・NPO等自立支援関係者等） 

 

（第２回） 

日 時： 令和３年３月１２日（金）１０時～１２時 

内 容： テーマ：『ひきこもり支援の実際 

～三重県内のひきこもりの居場所の紹介～』 

講 師：いなべ市、松阪市、伊勢市、紀宝町、伊賀市の各社協 

参加者：５２名（行政・医療・保健・福祉・教育・労働・NPO等自立支援関係者等） 

 

（４）関係機関との連携 

  ひきこもり支援ネットワーク会議の開催 

    県内のひきこもり支援が円滑に推進され、相談内容に応じた適切な支援を行う 

ことができるよう、ひきこもり者及び家族への支援に携わる関係機関が連携強化・

支援体制の充実を図ることを目的に開催した。 

 

日 時： 令和３年２月１８日（木）13時30分～16時 

場 所： 三重県津庁舎 第６３議室（オンラインおよび集合） 

参加者： 25回線、来場4名、参加者計 38名 

（行政・医療・保健・福祉・労働・NPO 等自立支援関係者等） 

 

（５）普及啓発 

① ホームページによる情報発信 

   「ひきこもり支援情報ポータルサイト」を平成23年4月に開設し、ひきこもり支援 

     に関する情報の発信に努めた。 
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② 「ひきこもり社会資源情報」の作成・配付 

    こころのケアガイドブックから情報を抜粋した「ひきこもり社会資源情報」を 

   作成し、研修会・家族教室等で配付するとともに、ホームページにも掲載した。 

 

（６）地域におけるひきこもり事例検討会 

ひきこもり支援に関わる支援者を対象に事例検討会を実施した。 
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８ 自殺対策事業 （三重県自殺対策推進センター） 

 

当県の自殺者数は、平成 10 年に 452 名と大幅に増加し、自殺対策の取り組みから、そ

の後は減少し、令和元年は 276 名となり、令和 2年は 269 名となっている。 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」自殺日・住居地） 

 

三重県における自殺対策を地域社会全体で総合的かつ効果的に推進するため、平成 21 

年 3 月に「三重県自殺対策行動計画」が策定され、さらに平成 24 年 8 月に見直された 

「自殺総合対策大綱」をふまえ、平成 25 年 3 月に「第２次三重県自殺対策行動計画」が

策定された。その後平成 28 年 4 月に自殺対策基本法の改正、平成 29 年には自殺総合対

策大綱が閣議決定されたことをふまえ、平成 30年 3 月に第 3次三重県自殺対策行動計画

が策定された。 

 

  当センターでは、平成 23年度に「三重県自殺対策 

情報センター」を設置。専任職員として「自殺対策情報セン

ター支援員」（非常勤１名）を配置し、相談機能を強化した。 

 平成 30 年 3 月に三重県自殺対策推進センターへと名称が変

更となった。令和 2 年 7 月より「自殺対策推進センター支援

員」（会計年度職員 1名）を追加し、相談機能を強化した。 

                                三重県自殺対策ロゴマーク 

（１） 自殺予防・自死遺族相談 

① 自殺予防・自死遺族電話相談（毎週月曜日 祝日の場合は火曜日） 540 件 

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和 2 年 7 月より週１回から週 5 回に

拡充するとともにフリーダイヤル化を実施した 

 

② 自殺予防・自死遺族面接相談 19 件 

          来所相談の内訳 

 本 人 家族 その他 自死遺族 合 計 

面談件数 1 0 0 18 19 

 

③ 新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア相談  378 件 

 

④ こころの健康相談統一ダイヤルへの参加 

     平成 20 年 9 月 10 日より、都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康

電話相談」等の公的な電話相談事業に全国共通の電話番号を設定する「こころの健康

相談統一ダイヤル」に、平成 26 年 11 月から参加している。全国どこからでも共通の

電話番号に電話すれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続される（ただし、

対応するのは三重県自殺対策推進センター 自殺予防・自死遺族電話相談）。 
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（２） 講演会・研修会 

① 自殺対策関係者研修 

     目  的：新型コロナウイルス感染症拡大による社会生活や経済活動への影響

の拡大に伴い、人とのつながりの減少による孤立感や失業・生活困窮

などを背景とした自殺リスクの高まりが懸念されており、一層の生き

ることの包括的な自殺対策を推進することがすすめられている。都道

府県・市町においても自殺対策計画の策定が義務付けられ、自殺対策

の推進に向けてすすめられているところである。 

         各市町における自殺対策計画策定後の継続的支援の一環として、より

効果的な自殺対策の推進を図れるようになることを目的に、地域自殺

対策計画に基づく施策の進捗管理と確認シートの活用についての研修

会を開催した。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オ

ンラインによる開催とした。 

      日  時：令和 2年 12月 4日(金） 13：30～15：30 

開催方法：Webex Meetings による Web研修 

対  象： 市町及び保健所自殺対策担当者等  

講義・講師：「三重県の自殺の現状について」三重県こころの健康センター職員 

「三重県の自殺対策の取組について」 

  三重県医療保健部 健康推進課 柴原 唯子 氏 

「地域自殺対策計画に基づく施策の進捗管理と確認シートの活用に

ついて」 

  厚生労働大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター 

  地域支援室長 森口 和 氏 

参  加：30 名  

 

② 災害時こころのケア研修 

      目  的：万が一の大災害などで、被害を受けたとき、人は広範囲にわたる初期反

応（身体的、心理的、行動上などの問題）に苦しめられ、これらの初期

反応のなかには、強い苦痛をひきおこすことがあり、対処行動を妨げる

原因ともなりうる。サイコロジカル・ファーストエイド（心理的応急処

置）は、共感と気遣いに満ちた支援により、初期反応の苦しみを和らげ、

被災者自身の適応機能と対行動を促進するということを目的とした心

理的支援法であり、災害時に住民に直接関わりうる支援者を対象に研修

会を開催した。 

なお、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン

による開催とした。 

日  時：令和2年 12 月 15 日（火）13:30～15：30  

         開催方法：Webex Meetings による Web研修 

         対  象：市町保健師及び主に市町住民と直接やり取りをしている市町役場職員・

防災担当職員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員、災害

時支援にかかわることが想定される保健所職員等 
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       講  演：「被災者及び被害者を支えるために 

～サイコロジカル・ファーストエイド（PFA）を学ぶ～」 

      講  師：兵庫県こころのケアセンター 研究主幹  大澤 智子 氏 

（人間科学博士・認定臨床心理士・公認心理士・PFA/SPR 認定トレーナー） 

       参 加 者：39名 

 

（３） 普及啓発事業 

① 自殺予防週間及び自殺対策強化月間における啓発活動 

〇 鈴鹿医療科学大学（白子キャンパス）における啓発 

  日時：令和2年 9月 10日（木）～ 9月 16日（水） 

     令和 3年 3月 1日（月）～ 3月 31日（水） 

  場所：鈴鹿医療科学大学 

対象：鈴鹿医療科学大学学生 

内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示及び啓発物品の配布  200 部 

        自殺対策強化月間におけるポスター掲示    

〇 皇學館大学における啓発  

       日時：令和 2年 9月 10日（木）～9月 16 日（水） 

        令和 3年 3月 1日（月）～3月 31 日（水）  

     場所：皇學館大学 

     対象：皇學館大学学生 

        内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示 

自殺対策強化月間におけるポスターの掲示及び啓発物品の設置 80部 

  〇 三重大学における啓発  

日時：令和 2年 9月 10 日（木）～9月 16日（水） 

       令和 3年 3月 1日（月）～3月 31日（水） 

    場所：三重大学 

       対象：三重大学学生 

    内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示及び啓発物品の設置 100 部 

自殺対策強化月間におけるポスターの掲示及び啓発物品の設置 70部 

〇 四日市大学における啓発事業 

日時：令和 2年 9月 10 日（木）～9月 16日（水） 

     令和 3年 3月 1日（月）～3月 31日（水）  

場所：四日市大学  

対象：四日市大学学生 

内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示 

自殺対策強化月間におけるポスターの掲示及び啓発物品の設置  250 部          

   〇 旭美容専門学校における啓発 

日時：令和 2年 9月 10 日（木）～9月 16日（水） 

        令和 3年 3月 1日（月）～3月 31 日（水）  

     場所：旭美容専門学校 

          対象：旭美容専門学校学生 
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        内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示及び教員による啓発物品の 

配布 200 部 

自殺対策強化月間におけるポスターの掲示 

   〇 伊勢理容美容専門学校における啓発 

          日時：令和 2年 9月 10日（木）～9月 16 日（水） 

         令和 3年 3月 1日（月）～3月 31 日（水） 

     場所：伊勢理容美容専門学校 

対象：伊勢理容美容専門学校学生 

        内容：自殺予防週間におけるポスターの掲示 

自殺対策強化月間におけるポスターの掲示及び教員による啓発物品の 

配布 200 部    

      〇 津庁舎自殺予防普及啓発コーナー設置  

          日時：令和 2年 8月 24日（月）～9月 17 日（木）津庁舎1階ロビー 

          令和 3年 2月 26日（金）～3月 5日（金） 津庁舎1階ロビー 

        令和 3年 3月 5日（金）～3月 31 日（水） 津保健所棟 1階 

        場所：三重県津庁舎ロビー及び津保健所棟 1階（津保健所と合同設置） 

内 容：自殺予防ポスター・のぼり・パンフレット・リーフレット・ポケット 

ティッシュ及びウェットティッシュ等の展示及び配架 

〇 県立図書館普及啓発コーナー設置  

日時：令和 2年 8月 24 日（月）～9月 17日（木） 

       令和 3年 2月 26日（金）～3月 31日（水） 

    場所：県立図書館ロビー（三重県医療保健部健康づくり課と合同設置） 

内容：自殺予防のポスター・のぼり・パンフレット・リーフレット・ポケット 

ティッシュ・ウェットティッシュ・関連図書等の展示及び配架 

     〇 当センター事業におけるパンフレットの配布・配架  

 

② 自殺予防啓発用ウェットティッシュ及び自殺対策リーフレットの作成 

   〇 自殺予防啓発用ウェットティッシュ（6,000 個）を作成した 
   〇 「こころの声を聴かせてください」リーフレット（20,000 部）を作成した 
 

③ 自殺予防啓発用ウェットティッシュ及び自殺対策リーフレットの配布 

   〇 自殺予防啓発用ウェットティッシュを各保健所に配布した 
〇 県立学校全生徒に「こころの声を聴かせてください」リーフレットを教育委員

会通じて配布した（データ配布）。私立学校全生徒に「こころの声を聴かせてく
ださい」リーフレットを配布した 

④ その他の啓発、情報提供 

〇  自殺対策推進センターのホームページに研修会の案内や相談窓口の掲載、当セ 
ンターやガーベラ会が開催する「わかちあいの会」の情報などを掲載、また自
殺に関する統計情報の提供を行った 

    〇「こころのケアガイドブック」改訂版の作成を行い、ホームページ上に掲載し社
会資源情報及び相談窓口の周知を図った 

〇  こころの健康センターで発行するメールマガジンに自殺予防対策に関連する 
記事を掲載し、普及啓発に努めた 

    〇  FM 三重「三重県からのお知らせ」にて随時自殺予防及び相談窓口に関する情
報を広報した 
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（４） 自死遺族支援 

① 自死遺族の集い（わかちあいの会）の開催  

目的：自死遺族の方が突然亡くなった大切な人に対する哀しみや深い思いを語り

合える場として、わかちあいの会を開催した。 

日時：原則奇数月第 4土曜日 13：30～15：30 

場所：こころの健康センター図書資料室  

対象：家族を自死で亡くされた方（自死された方の親・配偶者・兄弟姉妹・ 

子ども） 

協力機関：三重いのちの電話協会 

参加者数：第 1回 令和 2年 5月 23日（土） 新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止 

      第 2回  令和 2年 7月 25日（土） 7名（うち新規 3名） 

     第 3回  令和 2年 9月 26日（土） 1名（うち新規 0名） 

     第 4回  令和 2年 11月 28日（土）4 名（うち新規 2名）     

     第 5回  令和 3年 1月 23日（土） 1名（うち新規 0名）  

     第 6回 令和 3年 3月 27日（土） 3名（うち新規 0名） 

      

② 自死遺族支援団体への支援 １団体 

 

（５） その他関係機関との連携及び技術支援 

① こころの健康づくりネットワーク会議 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、書面開催とした 

② 保健所における地域自殺対策ネットワーク会議等への支援及び参加 

    ・尾鷲保健所：尾鷲地域自殺対策ネットワーク会議（１回）、 

    ・熊野保健所：危難地域自殺対策連絡会（１回） 

      

③ 市町における地域自殺対策ネットワーク会議等への支援及び参加 

    ・津市：こころの健康づくり及び自殺予防ネットワーク会議（2回） 

 

（６） その他 

① 市町からの市町自殺対策計画にかかる問い合わせや依頼事項等への対応（随時） 

 

② 市町自殺対策計画にかかるチェックリストに基づく自殺対策推進状況の取りまとめ

及びいのち支える自殺対策推進センターへの報告 

 

③ 地域自殺実態プロファイル2020更新版DVDの配布： 

各市町、各保健所、三重県医療保健部健康推進課 

 

④ いのち支える自殺対策推進センターからの情報の市町への提供（随時） 
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９ 精神医療審査会の審査に関する事務 

    

   精神医療審査会は「医療保護入院者の入院届並びに措置入院者及び医療保護入院者 

  の定期病状報告の審査」及び「精神科病院に入院中の者又はその家族等からの退院・ 

  処遇改善の請求の審査」を実施している。こころの健康センターは事務局として精神 

  医療審査会の運営・事務を行っている。 
 
（１） 入院届・定期病状報告の審査 

  ① 入院届・定期病状報告の審査状況 

医療保護入

院者の入院

届 

措置入院者

の定期病状

報告書 

医療保護入

院者の定期

病状報告書 

計 

審 査 結 果  

現入院形態 

での継続 

他の入院 

形態へ移行 

入院継続の

必要なし 

2,528 32 1,423 3,983 3,983 0 0 
 

  ② 入院届・定期病状報告の審査件数 年次推移 

項目        年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ２ 

医療保護入院者 

  入院届 
2,300 2,421 2,529 2,518 2,637 2,808 2,776 2,528 

 結果：他の入院形態が適当 （0） （0） （0） （0） （0） (0) （0） （0）

医療保護入院者 

  定期病状報告書 
1,426 1,443 1,427 1,435 1,403 1,485 1,439 1,423 

 結果：他の入院形態が適当 （0） （0） （0） （0） （0） (0) （0） （0）

措置入院者 

  定期病状報告 
14 15 19 29 45 32 33 32 

 結果：他の入院形態が適当 （0） （0） （0） （0） （0） (0) （0） （0） 

計 3,740 3,879 3,975 3,982 4,085 4,325 4,248 3,983 

 

 

 令和２年度の審査件数は、医療保護入院者入院届 2,528件、定期病状報告1,423件、措置

入院者の定期病状報告 32件であり、審査結果は全て「現在の入院形態が適当である」と判

断された。 

0

1,000

2,000

3,000

H25H26H27H28H29H30 Ｒ1 Ｒ2

医療保護 入院届

医療保護 定期病状報告
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（２）退院請求・処遇改善請求の審査 
 

  ① 退院請求・処遇改善請求の審査状況 

請求 

件数 
請求者 請求内容 

請求 

取下 

件数 

審査 

件数 

実地 
調査 
件数 

書面 

調査 

件数 

審 査 結 果 

２２ 

入院者本人 

  １９件 

代理人・家族 

   ３件 

退院請求 

   ２１件 
１ ２０ １９ １ 

現在の入院形態継続 

     ２０件 

処遇改善請求 

    １件 
０ １ １ ０ 

現在の処遇適当 

      １件 
 

           

  ② 退院請求・処遇改善請求の審査件数 年次推移 

項目      年度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ２ 

退院請求 26 35 24 31 38 22 33 20 

 結果：入院・処遇が不適当 （0） （0） （0） （0） （1） （0） （1） （0）

処遇改善請求 3 9 7 0 0 5 4 1 

 結果：入院・処遇が不適当 (0)  （0） （0） （0） （0） （0） (0)  （0）

計 29 44 31 31 39 27 37 21 

 

 

 

令和２年度の審査件数は21件、うち退院請求が20件、処遇改善請求は1件であった。 

退院請求・処遇改善請求22件のうち、1件は請求取り下げとなり、20件は実地調査（意見

聴取）を実施し、前回請求から6ヶ月以内の再請求の場合の書面による調査は1件であった。 

 審査結果は、21件について「現在の入院形態継続・処遇適当」と判断された。 
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（３）参考資料 

  ① 三重県の精神科病院一覧（令和２年６月３０日現在） 18 病院・4,608 床 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 ＝ 国立病院 

県 ＝ 県立病院 

指 ＝ 指定病院 

応 ＝ 応急入院指定病院 

 色塗りは国立・県立病院 

桑名市
木曽岬町

菰野町

東員町

四日市市

川
越
町

朝
日
町

いなべ市

鈴鹿市亀山市

津市 

伊賀市

名張市

松阪市

伊勢市
鳥羽市

志摩市

南伊勢町

度会町

宮 川

 

多気町

明
和
町

玉城町

大紀町

紀北町

熊野市

尾鷲市

御浜町

紀宝町

大台町

指 北勢病院(174 床) 

指 応 松阪厚生病院(590 床) 

指 鈴鹿さくら病院(219 床) 

国 応 榊原病院(222 床) 

指 応上野病院(410 床) 

県 子ども心身発達医療センター(80 床) 

県 志摩病院(100 床) 

指 応 熊野病院(320 床) 

指 応 南勢病院(205 床) 

指 応 久居病院(225 床) 県 応 こころの医療センター(348 床) 

国 三重大学医学部附属病院(30 床) 

指 応 鈴鹿厚生病院(320 床) 

指 応 総合心療センターひなが(480床) 

指 水沢病院(174 床) 

指 応 多度あやめ病院(222 床) 

 東員病院(247 床) 

指 応 大仲さつき病院(242 床) 
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  ② 精神科病床数の推移 

 

年 度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

三重県 5,143 5,143 5,081 4,914 4,839 4,829 

全 国 355,269 354,923 353,028 352,437 351,188 349,321 

 

年 度 H21 H22 H23 H24 H25 Ｈ26 

三重県 4,826 4,818 4,804 4,786 4,786 4,784 

全 国 348,121 346,715 344,047 342,194 339,780 338,174 

 

年 度 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ２ 

三重県 4,781 4,732 4,715 4,658 4,649 4,608 

全 国 336,282 326,564 328,182 327,369 315,068 316,543 

  

※ 三重県（Ｈ13～）は保護室含む（医療法上の精神病床数） 

      ※ 全国： 厚生労働省医療施設調査・精神保健福祉資料（6月30日調査） 

 

 
 

  ③ 入院患者の状況 （厚生労働省 精神保健福祉資料 6月30日調査から） 

    表１ 入院患者数の推移（入院形態別） 
    年度 
入院形態 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ２ 

措置入院 18 14 13 13 23 26 29 46 

医療保護入院 2,026 2,054 2,023 2,057 2,066 2,117 2,169 1,807 

任意入院 2,180 2,112 2,062 2,034 1,997 1,963 1,874 2,115 

その他 24 25 27 24 18 21 17 18 

合 計 4,248 4,205 4,125 4,128 4,104 4,127 4,089 3,986 
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表２ 入院患者数（年齢別） 
年度 

年代 Ｈ25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ２ 

20歳未満 81 86 94 82 60 62 68 67 

20～39歳 379 345 327 313 312 294 260 251 

40～64歳 1,737 1,673 1,602 1,568 1,520 1,496 1,431 1,393 

65歳以上 2,051 2,101 2,102 2,165 2,212 2,275 2,330 2,275 

合 計 4,248 4,205 4,125 4,128 4,104 4,127 4,089 3,986 

 

 

   表３ 入院患者数（疾患別） 
年度 

疾患 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ２ 

F0 症状性を含む器質性精神  

  障害 
764 806 852 816 832 894 831 848 

F1 精神作用物質による精神 

  及び行動の障害 
141 125 113 104 106 105 106 96 

F2 統合失調症、統合失調症 

  型障害及び妄想性障害 
2,704 2,619 2,490 2,500 2,485 2,433 2,446 2,362 

F3 気分（感情）障害 318 324 337 354 330 333 349 340 

F4 神経症性障害、ストレス関 

  連障害及び身体表現性障害 
49 59 51 58 55 56 61 52 

F5 生理的障害及び身体的要因 

  に関連した行動症候群 
17 21 17 17 9 12 22 9 

F6 成人の人格及び行動の障害 13 17 16 15 19 16 17 20 

F7 精神遅滞 100 96 102 119 109 100 118 109 

F8 心理的発達の障害 52 60 68 60 50 65 46 65 

F9 小児期及び青年期に通常発

症する行動及び情緒の障害及

び特定不能の精神障害 

28 24 21 32 29 33 33 37 

てんかん 

（F0に属さないものを計上） 
34 39 41 33 29 23 23 19 

その他 28 15 17 20 51 57 37 29 

合  計 4,248 4,205 4,125 4,128 4,104 4,127 4,089 3,986 
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１０ 精神障害者保健福祉手帳交付の判定及び承認事務 

 

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付する

ことにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ

ることを促進し、精神障がい者の社会復帰や自立と社会参加の促進を図ることを目的に

交付されている。 

  精神障害者保健福祉手帳の申請は、「診断書添付」によるものと「年金証書（写）添付」

によるものの２種類がある。 

 「診断書添付」によるものは判定会で判定を行い、「年金証書（写）添付」によるものは

日本年金機構中央年金センター等に障害年金受給の有無及び等級などを照会し、各々お

おむね月２回の承認事務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本年金機構等 
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（１）令和２年度 交付状況 

 

 診 断 書 年金証書  合 計 

交 付 者 数  

うち新規 

うち更新 

4,275 

  1,249 

3,026 

2,913 

183 

2,730 

7,188 

1,432 

5,756 

 

 令和２年度中の交付者数7,188件のうち、新規は1,432件で19.9％を占めており、昨年

度の22.3％に比べ微減となっている。申請の方法は診断書によるものが59.5％、年金証書

によるものが40.5％であった。 

 

 

 （２）手帳の所持者数（各年度末） 

 

 

 

手帳の所有者数は、優遇制度の増加に伴い、平成17年度までは対前年度比で大きな 

 伸び率（17％～32％）を示していた。伸び率は平成18年度に初めて一桁台（6％）に 

 なり、平成24年度以降も一桁台の伸び率で、手帳所持者の増加傾向が続いている。 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 H30 R1 R2

精神障害者保健福祉手帳交付数

３級

２級

１級

   年度 

等級 
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

１ 級 1,057 1,073 1,088 1,117 1,140 1,170 1,220  1,223  1,188  

２ 級 6,224 6,585 6,874 7,279 7,794 8,423 9,130  9,845  9,908  

３ 級 1,963 2,342 2,573 2,784 3,059 3,309 3,621  4,059  4,144  

計 9,244 10,000 10,535 11,180 11,993 12,902 13,971  15,127  15,240  

伸び率 107% 108% 105% 106% 107% 108% 108% 108% 101% 
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（３）保健所別 手帳所持者数及び所持率        （令和 3年 3月末現在） 

                               ※ 管内人口は令和3年4月1日現在 

 

 

               対千人あたり所持率 

 

 

 

8.86 

7.54 

10.10 

7.95 7.64 

9.78 

6.76 

8.22 
8.65 

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

桑名保健所鈴鹿保健所 津保健所 松阪保健所伊勢保健所伊賀保健所尾鷲保健所熊野保健所 全県

     等級 

保健所名 
１級 ２級 ３級 合 計 

対千人当たり 

所持率 ※ 

桑 名 保 健 所 501  3,436  1,261  5,198  8.86% 

鈴 鹿 保 健 所 129  1,146  570  1,845  7.54% 

津 保 健 所 197  1,827  740  2,764  10.10% 

松 阪 保 健 所 83  1,017  517  1,617  7.95% 

伊 勢 保 健 所 102  1,077  549  1,728  7.64% 

伊 賀 保 健 所 147  1,057  399  1,603  9.78% 

尾 鷲 保 健 所 11  140  55  206  6.76% 

熊 野 保 健 所 18  208  53  279  8.22% 

全  県 1,188  9,908  4,144  15,240  8.65% 
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１１ 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定の判定事務 

 

平成14年度から精神通院医療費公費負担制度の「判定事務」及び「承認事務」

を行っていたが、平成18年度に同制度が「障害者自立支援法」に移行されたこ

とにともない、平成22年度に診断書の内容審査等の「判定事務」はセンターで

行い、自給者証の発行等の「承認事務」は各保健所で行うことに整理された。 
なお、平成25年度に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」に移行されている。 
この制度は、精神障がい者の社会復帰の早期実現をめざし、精神障がい者が

病院等で適正医療を受けやすくするために、医療費の90％に相当する額を保険

給付とあわせて公費で負担する制度である。 
 
 

（１）受給者証認定申請件数（令和２年度） 

単位：件数 

申請件数 承認件数 不承認 取下げ 保留 

9,643 9,594 
新規 3,327 

6  8 35 
更新 6,267 

   注） 承認件数には、前年度に保留となり承認された件数を含む。 

 

 

（２）受給者証所持者数（年度別） 

単位：人 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

所持者数 23,739 24,563 25,460 26,017 26,972 27,883 28,866 30,263 32,963 

対前年度

伸び率 
1.04 1.03 1.04 1.02 1.04 1.03 1.04 1.05 1.09 

 

 

（３）受給者証所持者数（年齢別） 

  単位：人 

10歳 

未満 

10～19 

歳 

20～29 

歳 

30～39 

歳 

40～49 

歳 

50～59 

歳 

60～69 

歳 

70 歳 

以上 
計 

201 1,851 3,699 5,102 7,685 6,875 4,357 3,193 32,963 
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（４）受給者証所持者（疾患別） 

疾  患  名 人数 割合 

1 器質性精神障害 （Ｆ０） 1,138 3.5% 

2 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 （Ｆ１） 593 1.8% 

3 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 （Ｆ２） 7761 23.5% 

4 気分障害 （Ｆ３） 13,519 41.0% 

5 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 （Ｆ４） 3,700 11.2% 

6 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症状 （Ｆ５） 139 0.4% 

7 成人の人格及び行動の障害 （Ｆ６） 155 0.5% 

8 精神遅滞 （Ｆ７） 575 1.7% 

9 心理的発達の障害 （Ｆ８） 1,917 5.8% 

10 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 （Ｆ９） 1,108 3.4% 

11 てんかん （Ｇ４０） 2,227 6.8% 

12 分類不明   131 0.4% 

合計 32,963 100.0% 

 

（５）受給者証所持者数及び所持率（保健所別）      （令和３年3月末現在） 
項目 

保健所名 令和２年度 管内人口 千人あたり所持率 

桑 名 保 健 所 12,074 586,408 20.59 ‰ 

鈴 鹿 保 健 所 4,514 244,654 18.45 ‰ 

津 保 健 所 5,589 273,674 20.42 ‰ 

松 阪 保 健 所 3,324 203,342 16.35 ‰ 

伊 勢 保 健 所 3,288 226,316 14.53 ‰ 

伊 賀 保 健 所 3,193 163,984 19.47 ‰ 

尾 鷲 保 健 所 475 30,483 15.58 ‰ 

熊 野 保 健 所 506 33,960 14.90 ‰ 

全          県 32,963 1,762,821 18.70 ‰ 

                        ※ 管内人口は令和3年4月1日現在 
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１２ その他 

 

（１）心神喪失者等医療観察法関連 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 

  （心神喪失者等医療観察法）」は平成15年7月に成立・公布され、平成17年7月に施行 

  された。 

   同法では、保護観察所が対象者の処遇のコーディネーター役を果たすこととされて 

  いる。対象者ごとに地域での医療や援助に携わるスタッフによる「地域処遇検討会議」 

 「ケア会議」が開催され、情報の共有や処遇方針の統一を図っている。 

 

 【支援状況】 

当センターでは、対象者の退院後の地域生活に向けた「地域処遇検討会議」及び「ケ

ア会議」に参加し、各地域機関へ技術支援を行っている。また「三重県医療観察制度

運営連絡協議会」「三重県医療観察制度指定医療機関連携部会及び福祉サービス事業所

連携部会」等の開催は、三重県医療保健部健康推進課精神保健班及び津保護観察所と

協力して運営を行っている。 

内 容 参加・協力等回数 

「地域処遇検討会議」「ケア会議」への参加 ２２回 

連絡協議会・部会等への参加 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、「三重県医療観察制

度指定医療機関連携部会及び福祉サービス事業所連携部会」

は中止。「三重県医療観察制度運営連絡協議会」は書面開催。 

１回 
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（２）地域障害者自立支援協議会（精神部会・地域移行部会等）への運営支援 

   三重県精神障がい者地域移行・地域定着支援事業は、平成15年度からモデル事業と 

  してスタートした。平成18年度からは県内全圏域を対象として相談支援事業所等への 

  委託事業として実施され、各圏域単位で「地域移行支援協議会」が開催された。 

   その後の制度改正で地域移行支援協議会は廃止されたが、地域支援ネットワークの 

  場は、各圏域・市町障害者自立支援協議会の「精神部会」「地域移行部会」等に引き 

  継がれ、主に障がい者（総合）相談支援センターなどが中心となって開催している。 

 

 【支援状況】 

当センターでは、地域づくり（地域支援ネットワークの整備）の視点から、各地域

の課題の抽出や課題解決に向けた協議への支援のため、地域の「精神部会」「地域移行

部会」等に参加している。 

 

内 容 参加・支援回数 

「精神部会」「地域移行部会」等への参加 ７回 

 

 

（３）三重県障害者自立支援協議会への参加 

平成18年度の障害者自立支援法の施行により、県・圏域・市町の各単位で障害者自 

  立支援協議会が開催されることになった。県障害者自立支援協議会の事務局は「県障 

  がい福祉課・健康推進課・こころの健康センター」となっている。 

県障害者自立支援協議会には、「運営会議」のほか、「基幹相談支援センター等会議」   

「地域移行課題検討部会」「人材育成検討部会」等が位置付けられており、相談支援体

制強化・自立支援協議会活性化に向けたシステムづくりに取り組んでいる。 

 

 【支援状況】 

   当センターでは、精神障がい者支援・地域支援ネットワーク（地域づくり）・支援者 

  への人材育成の視点から、県障害者自立支援協議会に参加している。 

 

内 容 参加・支援回数 

県障害者自立支援協議会・運営会議等への参加 ５回 
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Ⅲ 資料集 



   三
重

県
こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー
で

す
。

第
4
0

号
は

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

と
こ

こ
ろ

の
関

係
に

つ
い

て
お

伝
え

し
ま

す
。

ま
た

、
残

暑
が

続
き

ま
す

が
、

体
調

を
崩

さ
れ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

気
を

つ
け

て
お

過
ご

し
く
だ

さ
い

。
 

   

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
に

伴
い

、
仕

事
が

な
く
な

っ
た

（
な

く
な

り
そ

う
）
、

収
入

が
途

絶
え

た
（
減

少
し

た
）
、

住

ま
い

を
失

い
そ

う
、

家
族

が
い

つ
も

い
る

状
況

で
ス

ト
レ

ス
を

感
じ

る
、

な
ど

、
生

活
面

で
の

さ
ま

ざ
ま

な
苦

労
や

、
生

活
が

立
ち

い

か
な

く
な

る
こ

と
へ

の
不

安
な

ど
、

様
々

な
ス

ト
レ

ス
を

感
じ

て
い

る
人

が
増

え
て

い
ま

す
。

こ
こ

ろ
の

病
気

が
あ

っ
て

も
な

く
て

も
影

響
が

あ
り

、
不

安
定

に
な

る
人

も
い

ま
す

。
ま

た
、

子
ど

も
た

ち
に

も
影

響
が

考
え

ら
れ

、
夏

休
み

な
ど

長
期

休
み

明
け

に
自

殺
が

増
加

し
や

す
い

こ
と

が
知

ら
れ

て
い

ま
す

が
、

今
回

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
拡

大
に

よ
る

長
期

の
休

校
措

置
や

外
出

自

粛
の

影
響

が
リ

ス
ク

に
な

る
と

い
え

ま
す

。
 

 
ま

た
、

働
き

方
も

変
化

し
在

宅
勤

務
な

ど
が

広
が

る
中

、
医

療
従

事
者

も
含

め
た

エ
ッ

セ
ン

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
（生

活
必

須
職

従

事
者

）
と

も
呼

ば
れ

る
社

会
の

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

不
可

欠
な

職
業

に
つ

く
人

た
ち

の
ス

ト
レ

ス
も

増
大

し
て

い
ま

す
。

 

 
皆

が
大

変
な

状
況

に
置

か
れ

る
中

で
心

身
面

に
不

調
を

き
た

す
な

ど
、

自
殺

の
危

険
性

が
高

ま
っ

て
い

る
人

た
ち

が
少

な
く
な

い
状

況
で

す
。

災
害

直
後

は
自

殺
者

数
が

減
少

す
る

こ
と

が
知

ら
れ

て
い

ま
す

が
、

そ
の

後
自

殺
リ

ス
ク

が
高

ま
る

こ
と

が
考

え

ら
れ

ま
す

。
 

    
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
に

伴
い

、
わ

た
し

た
ち

の
生

活
に

は
大

き
な

影
響

が
出

て
い

ま
す

。
中

に
は

、
不

眠
、

不
安

や
い

ら
い

ら
を

抱
え

、
心

身
の

不
調

を
感

じ
て

い
る

方
も

い
ら

っ
し

ゃ
る

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
ひ

と
り

で
抱

え
込

ま
ず

、
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

〇
三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

 

 
月

～
金

曜
日

 
午

前
 

９
時

～
午

後
４

時
 

＊
祝

日
、

年
末

年
始

を
除

く
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

０
５

９
－

２
５

３
－

７
８

２
１

 

〇
こ

こ
ろ

の
傾

聴
テ

レ
フ

ォ
ン

（
話

し
を

「
聴

く
」こ

と
に

重
点

を
お

い
た

傾
聴

電
話

）
 

 
月

～
金

曜
日

 
午

前
１

０
時

～
午

後
４

時
 

＊
祝

日
、

年
末

年
始

を
除

く
 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

０
５

９
－

２
２

３
－

５
２

３
７

 
ま

た
は

 
０

５
９

－
２

２
３

－
５

２
３

８
 

〇
医

療
従

事
者

の
方

の
こ

こ
ろ

の
相

談
窓

口
 

 
月

～
金

曜
日

 
午

前
 

９
時

～
午

後
４

時
 

＊
祝

日
、

年
末

年
始

を
除

く
 

 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

０
５

９
－

２
２

３
－

５
２

４
３

 

〇
自

殺
予

防
 

電
話

相
談

（当
面

の
間

、
以

下
の

と
お

り
実

施
い

た
し

ま
す

） 

 
月

～
金

曜
日

 
午

後
 

１
時

～
午

後
４

時
 

＊
祝

日
、

年
末

年
始

を
除

く
 

 
フ

リ
ー

ダ
イ

ヤ
ル

 
０

１
２

０
－

０
１

－
７

８
２

３
 

（
三

重
県

内
の

み
） 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
 

０
５

９
－

２
５

３
－

７
８

２
３

 

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感
染
症
（

CO
V
ID

-1
9）

の
こ

こ
ろ
へ

の
影

響
 

セ
ン

タ
ー

だ
よ

り
 

 
こ

こ
ろ

の
健
康
 

第
４
０
号

 
 
 

令
和

２
年

９
月
発
行
 

 

新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感
染
症

に
関

す
る

こ
こ
ろ
の

ケ
ア
相

談
窓

口
 

三
重

県
 

  自
殺

予
防

週
間

と
は

、
自

殺
や

精
神

疾
患

に
つ

い
て

の
正

し
い

知
識

を
 

普
及

し
、

こ
れ

ら
に

対
す

る
偏

見
を

な
く
す

と
と

も
に

、
命

の
大

切
さ

や
自

殺
の

 

危
険

を
示

す
サ

イ
ン

、
ま

た
危

険
に

気
づ

い
た

と
き

の
対

応
方

法
に

つ
い

て
 

国
民

の
理

解
の

促
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
で

す
。

例
年

、
９

月
 

１
０

日
～

９
月

１
６

日
ま

で
と

し
て

い
ま

す
が

、
1
8

歳
以

下
の

自
殺

が
長

期
休

業
 

明
け

に
急

増
す

る
傾

向
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
今

年
度

は
実

施
を

早
め

全
国

的
に

 

啓
発

を
８

月
１

７
日

か
ら

９
月

１
８

日
ま

で
実

施
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

 
三

重
県

に
お

い
て

も
、

広
く
県

民
の

皆
さ

ん
に

呼
び

か
け

る
た

め
、

各
庁

舎
等

 

で
は

自
殺

予
防

週
間

の
コ

ー
ナ

ー
を

設
置

し
た

啓
発

活
動

を
行

い
ま

す
。

 

   

自
死

で
ご

家
族

を
亡

く
さ

れ
た

方
で

集
ま

り
、

突
然

亡
く
な

っ
た

大
切

な
方

 

へ
の

悲
し

み
や

深
い

思
い

を
語

り
合

う
場

『自
死

遺
族

の
集

い
（わ

か
ち

あ
い

 

の
会

）
』
を

開
催

し
て

い
ま

す
。

安
心

し
て

語
り

、
聴

く
こ

と
で

、
同

じ
思

い
を

し
た

 

方
々

と
思

い
を

共
感

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
秘

密
厳

守
、

無
理

に
話

さ
な

く
て

も
か

ま
い

ま
せ

ん
 

 
 

 
 

開
催

日
時

：原
則

奇
数

月
の

第
４

土
曜

日
 

１
３

時
３

０
分

～
１

５
時

３
０

分
 

 
 

 
 

参
 
加

 
費

：無
料

 

参
加

ご
希

望
の

方
は

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

 
そ

の
他

、
三

重
県

内
に

は
、

自
死

遺
族

サ
ポ

ー
ト

団
体

『ガ
ー

ベ
ラ

会
』わ

か
ち

あ
い

の
会

も
あ

り
ま

す
。

 

詳
し

く
は

こ
ち

ら
か

ら
ご

参
照

い
た

だ
け

ま
す

。
 

 
⇒

 h
tt

p:
/
/w

w
w

.m
ie

ga
be

ra
.jp

 

   

薬
物

・
ア

ル
コ

ー
ル

・
ギ

ャ
ン

ブ
ル

等
の

依
存

問
題

で
困

っ
て

い
る

ご
家

族
に

お
集

ま
り

い
た

だ
い

て
、

共
通

す
る

多
く

の
悩

み

や
不

安
に

つ
い

て
一

緒
に

考
え

た
り

、
話

し
合

っ
た

り
す

る
場

と
し

て
「家

族
教

室
」
を

開
催

し
て

い
ま

す
。

「依
存

症
」
に

つ
い

て
学

び
、

適
切

な
対

応
方

法
を

話
し

合
い

、
さ

ら
に

は
ご

家
族

自
身

を
振

り
返

る
機

会
と

し
て

も
考

え
て

い
ま

す
。

 

開
催

日
時

：
令

和
２

年
８

月
か

ら
令

和
３

年
２

月
（
全

５
回

シ
リ

ー
ズ

）
 

 

１
４

：０
０

～
１

６
：０

０
（
テ

ー
マ

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

 
＋

 
家

族
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
） 

対
 

象
：依

存
症

問
題

等
で

お
悩

み
の

ご
家

族
（支

援
関

係
者

の
方

も
ご

参
加

い
た

だ
け

ま
す

）
 

※
 
参

加
に

は
事

前
の

申
し

込
み

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
 

初
め

て
参

加
を

ご
希

望
さ

れ
る

方
は

、
開

催
日

以
前

に
来

所
面

談
を

行
い

ま
す

の
で

、
あ

ら
か

じ
め

お
電

話
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

自
殺

予
防
週

間
に
つ

い
て
 

わ
か

ち
あ

い
の

会
に

つ
い
て
 

依
存

症
問

題
家

族
教

室
に
つ
い

て
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こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

で
は

ひ
き

こ
も

り
地

域
支

援
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
、

相
談

業
務

等
、

様
々

な
研

修
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

多
く
は

ご
家

族
か

ら
の

相
談

の
対

応
、

ま
た

、
支

援
者

向
け

研
修

会
、

県
民

対
象

の
講

演
会

を
開

催
し

て
い

ま
す

。
 

ご
家

族
の

方
が

ひ
き

こ
も

り
に

つ
い

て
正

し
い

知
識

や
情

報
、

対
応

方
法

、
社

会
資

源
に

つ
い

て
理

解
し

、
学

ぶ
場

、
ま

た
、

家

族
と

し
て

の
同

じ
思

い
を

共
有

す
る

こ
と

の
で

き
る

場
と

し
て

「家
族

教
室

」
を

開
催

し
ま

す
。

 

内
容

：
 

日
 

程
 

内
 

 
 

 
容

 

第
１

回
 

9
月

1
0

日
（木

）
 

場
所

：
64

会
議

室
 

「
ひ

き
こ

も
り

の
理

解
と

対
応

」 

三
重

県
こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー
所

長
 

精
神

科
医

師
 

楠
本

 
み

ち
る

 

第
２

回
 

11
月

1
2

日
（
木

）
 

場
所

：
64

会
議

室
 

「
ひ

き
こ

も
り

当
事

者
お

よ
び

家
族

の
体

験
発

表
と

対
談

」 

ひ
き

こ
も

り
経

験
者

と
ひ

き
こ

も
り

経
験

者
の

家
族

 

第
３

回
令

和
３

年
１

月
7

日
（
木

）
 

場
所

：
65

会
議

室
 

「
家

族
の

グ
ル

ー
プ

セ
ッ

シ
ョ

ン
」
 

三
重

県
立

こ
こ

ろ
の

医
療

セ
ン

タ
ー

 
公

認
心

理
師

 
榊

原
 

規
之

氏
 

第
４

回
令

和
３

年
3

月
11

日
（木

）
 

場
所

：
66

会
議

室
 

「
地

域
の

社
会

資
源

と
社

会
参

加
に

つ
い

て
」 

三
重

県
こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー
職

員
 

対
 

象
：ひ

き
こ

も
り

等
で

お
悩

み
の

ご
家

族
（
支

援
関

係
者

の
方

も
ご

参
加

い
た

だ
け

ま
す

） 

※
 
参

加
に

は
事

前
の

申
し

込
み

が
必

要
と

な
り

ま
す

。
 

初
め

て
参

加
を

ご
希

望
さ

れ
る

方
は

、
開

催
日

以
前

に
来

所
面

談
を

行
い

ま
す

の
で

、
あ

ら
か

じ
め

お
電

話
で

 

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

 ※
わ

か
ち

あ
い

の
会

、
依

存
症

問
題

家
族

教
室

、
ひ

き
こ

も
り

家
族

教
室

は
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

感
染

拡
大

に
伴

い
、

開
催

を
見

合
わ

せ
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

詳
し

く
は

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。
 

      

発
行

：三
重

県
こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー
 

〒
5
1
4
-
8
5
6
7

津
市

桜
橋

3-
4
4
6
-3

4
 

 
三

重
県

津
庁

舎
保

健
所

棟
2

階
 

T
E
L
：
0
5
9
-
22

3
-5

24
1
(代

) 
 

 
F
A

X
：
0
5
9
-
2
2
3
-
5
2
4
2 

U
R

L
：
h
tt

p:
//

w
w

w
.p

re
f.
m

ie
.lg

.jp
/
K
O

K
O

R
O

C
/
H

P
/
 

サ
ポ

ー
ト

し
ま

す
！

こ
こ

ろ
の

健
康

 

 

ひ
き

こ
も

り
家

族
教

室
に
つ
い

て
 

●
ひ

き
こ

も
り

・依
存

症
専

門
電

話
相

談
（
三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

） 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

０
５

９
－

２
５

３
－

７
８

２
６

 
 

毎
週

水
曜

日
 

午
後

１
時

～
午

後
４

時
 

（
祝

日
・
年

末
年

始
を

除
く
） 

●
ひ

き
こ

も
り

専
門

面
接

相
談

（予
約

制
）
 

 
 

 
●

依
存

症
専

門
面

接
相

談
（
予

約
制

） 

ひ
き

こ
も

り
・
依

存
症

に
関

す
る

お
困

り
ご

と
は

、
ひ

と
り

で
抱

え
込

ま
ず

に
、

お
気

軽
に

ご
相

談

く
だ

さ
い

。
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1
1

月
、

枯
れ

葉
舞

う
季

節
と

な
り

冬
の

気
配

を
感

じ
る

よ
う

に
な

っ
て

き
ま

し
た

。
今

号
は

、
「ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

」に
つ

い
て

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

 

   

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
対

策
に

つ
い

て
は

、
平

成
26

 
年

6
 
月

に
施

行
さ

れ
た

、
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

対

策
基

本
法

に
基

づ
き

、
平

成
2
8 

年
5
 
月

に
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

対
策

推
進

基
本

計
画

が
閣

議
決

定
さ

れ
、

関
係

省
庁

と
連

携
し

て
飲

酒
リ

ス
ク

に
関

す
る

普
及

啓
発

や
切

れ
目

の
な

い
支

援
体

制
の

整
備

な
ど

の
対

策
を

進
め

て
い

ま
す

。
 

三
重

県
に

お
い

て
も

、
平

成
2
9

年
3

月
に

三
重

県
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

対
策

推
進

基
本

計
画

を
策

定
し

、

「
飲

酒
に

伴
う

リ
ス

ク
に

関
す

る
知

識
の

普
及

を
徹

底
し

て
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

の
発

生
の

防
止

を
図

る
と

と

も
に

、
相

談
体

制
、

治
療

体
制

の
整

備
や

関
係

機
関

の
連

携
強

化
な

ど
に

よ
り

、
ア

ル
コ

ー
ル

依
存

症
の

方
を

早
期

に
発

見
し

て
治

療
に

繋
げ

、
社

会
復

帰
に

向
け

て
本

人
や

そ
の

家
族

を
し

っ
か

り
と

支
援

す
る

体
制

づ
く
り

を
進

め
る

こ
と

」
と

し
て

い
ま

す
。

 

  

不
適

切
な

飲
酒

は
、

臓
器

疾
患

や
依

存
症

な
ど

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
の

 

原
因

と
な

り
ま

す
。

さ
ら

に
ア

ル
コ

ー
ル

健
康

障
害

は
、

本
人

の
健

康
問

題
 

だ
け

で
な

く
、

飲
酒

運
転

、
暴

力
、

虐
待

、
自

殺
な

ど
、

そ
の

人
の

家
族

や
 

周
囲

の
人

々
へ

の
深

刻
な

影
響

や
重

大
な

社
会

問
題

を
引

き
起

こ
し

ま
す

。
 

 
こ

の
期

間
は

、
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題

が
身

近
な

社
会

問
題

で
あ

る
と

い
う

 

こ
と

を
、

広
く
県

民
の

皆
さ

ん
に

知
っ

て
頂

く
た

め
、

啓
発

コ
ー

ナ
ー

を
設

置
し

、
 

啓
発

活
動

を
行

い
ま

す
。

 

 

 １
２

の
飲

酒
ル

ー
ル

 
（
e-

ヘ
ル

ス
ネ

ッ
ト

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

12
の

飲
酒

ル
ー

ル
（
一

部
改

変
）
）
 

①
飲

酒
は

１
日

平
均

純
ア

ル
コ

ー
ル

2
0
ｇ
以

内
、

②
女

性
・高

齢
者

は
少

な
め

に
、

③
赤

型
体

質
（
＝

少
量

で
赤

く
な

る
人

）
も

少
な

め
に

、
④

た
ま

に
飲

ん
で

も
大

酒
し

な
い

、
⑤

食
事

と
一

緒
に

ゆ
っ

く
り

と
、

⑥
寝

酒
は

極
力

控

え
よ

う
、

⑦
週

に
２

日
は

休
肝

日
、

⑧
薬

の
治

療
中

は
ノ

ー
ア

ル
コ

ー
ル

、
⑨

入
浴

・
運

動
・仕

事
前

は
ノ

ー
ア

ル

コ
ー

ル
、

⑩
妊

娠
・授

乳
中

は
ノ

ー
ア

ル
コ

ー
ル

、
⑪

依
存

症
者

の
治

療
目

標
、

⑫
定

期
的

に
健

診
を

 

   

  

飲
酒

の
ル
ー

ル
 

1
1
月

10
日

か
ら

11
月

16
日

は
ア

ル
コ

ー
ル

関
連

問
題
啓

発
週

間
 

近
年

の
ア

ル
コ

ー
ル

健
康
障
害

対
策

の
動

き
 

セ
ン

タ
ー

だ
よ

り
 

 
こ

こ
ろ

の
健

康
 

第
４

１
号

 
 
 

令
和

２
年
１
１

月
発

行
 

 

「
節

度
あ

る
適

切
な

飲
酒

」
の

量
（

１
日

平
均

純
ア

ル
コ

ー
ル

2
0

g
以

内
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ビ
ー

ル
 

 
 

 
 

日
本

酒
 

 
 

 
 

 
ワ

イ
ン

 
 

 
 

 
ウ

イ
ス

キ
ー

 
 

 
 
 

焼
酎

 

中
び

ん
１

本
 

 
 

 
1

合
弱

 
 

 
 

 
 

グ
ラ

ス
2

杯
 

 
 

ダ
ブ

ル
 

 
 

 
 

 
0

.5
合

 

（
5

0
0

m
l）

 
 

 
（

1
8

0
m

l）
 

 
 
 

（
2

4
0

m
l）

 
  

 （
6

0
m

l）
 

  
 

 
（

9
0

m
l）

 

 

 

 

ア
ル

コ
ー

ル
依

存
症

に
つ

い
て

は
、

生
涯

に
お

い
て

依
存

が
疑

わ
れ

る
人

数
が

約
1
0
7

万
人

と
い

わ
れ

て
い

る
中

で
、

治
療

を
受

け
て

い
る

の
は

10
万

人
程

度
と

い
う

状
況

で
す

。
 

ア
ル

コ
ー

ル
・
薬

物
・ギ

ャ
ン

ブ
ル

等
を

は
じ

め
と

す
る

依
存

症
は

、
適

切
な

治
療

と
 

そ
の

後
の

支
援

に
よ

っ
て

、
回

復
可

能
な

疾
患

で
あ

り
な

が
ら

も
、

依
存

症
に

関
す

る
 

正
し

い
知

識
と

理
解

が
得

ら
れ

て
い

な
い

上
、

依
存

症
へ

の
偏

見
も

あ
り

、
本

人
や

そ
の

 

家
族

が
適

切
な

治
療

や
支

援
に

結
び

つ
い

て
い

な
い

の
が

現
状

で
す

。
 

依
存

症
は

「
否

認
の

病
気

」
と

も
い

わ
れ

て
お

り
、

本
人

は
「
自

分
は

病
気

で
は

な
い

」
と

否
定

す
る

、
嘘

を
つ

い
て

ま
で

ア
ル

コ
ー

ル
を

飲
み

続
け

る
と

い
っ

た
こ

と
が

み
ら

れ
、

治
療

や
支

援
へ

の
つ

な
が

り
に

く
さ

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
最

初
に

相
談

に
来

て
く
れ

る
の

は
、

本
人

よ
り

も
そ

の
家

族
で

あ
る

こ
と

が
多

い
で

す
。

家
族

の

多
く

は
依

存
症

の
影

響
に

よ
り

疲
弊

し
て

お
り

、
支

援
を

必
要

と
し

て
い

ま
す

。
家

族
が

正
し

い
知

識
を

持
ち

、
本

人
に

適
切

に
働

き
か

け
る

こ
と

で
、

本
人

の
治

療
・
回

復
に

つ
な

が
り

や
す

く
な

り
ま

す
。

 

「
依

存
症

」
か

ら
の

回
復

の
た

め
に

大
切

な
こ

と
は

、
単

に
依

存
対

象
か

ら
離

れ
る

こ
と

で
は

な
く
、

「
依

存
せ

ざ

る
を

得
な

く
な

っ
た

」
背

景
に

あ
る

本
人

の
「生

き
づ

ら
さ

」
を

理
解

し
て

い
く
こ

と
で

す
。

 

そ
し

て
、

相
談

機
関

に
適

切
に

つ
な

が
り

続
け

る
こ

と
が

、
解

決
の

糸
口

と
な

り
、

依
存

症
か

ら
の

回
復

に
つ

な

が
り

ま
す

。
 

三
重

県
こ

こ
ろ

の
健

康
セ

ン
タ

ー
で

は
、

ア
ル

コ
ー

ル
、

薬
物

、
ギ

ャ
ン

ブ
ル

等
を

は
じ

め
と

す
る

依
存

症
問

題

に
悩

ま
れ

て
い

る
本

人
や

そ
の

ご
家

族
の

相
談

支
援

に
応

じ
て

い
ま

す
。

 

平
成

3
1

年
1

月
、

当
セ

ン
タ

ー
は

ア
ル

コ
ー

ル
健

康
障

害
、

薬
物

依
存

症
、

ギ
ャ

ン
ブ

ル
等

依
存

症

に
お

け
る

三
重

県
全

体
の

核
と

な
る

相
談

拠
点

と
な

り
ま

し
た

。
 

  
お

気
軽

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

   

「
ア

ル
コ
ー

ル
依
存

症
」

は
回

復
可

能
 

●
ひ

き
こ

も
り

・依
存

症
専

門
電

話
相

談
（三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

） 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

０
５

９
－

２
５

３
－

７
８

２
６

 
 

毎
週

水
曜

日
 

午
後

１
時

～
午

後
４

時
 

（
祝

日
・年

末
年

始
を

除
く
） 

●
ひ

き
こ

も
り

専
門

面
接

相
談

（
予

約
制

） 
 

 
 

●
依

存
症

専
門

面
接

相
談

（
予

約
制

） 

ひ
き

こ
も

り
・
依

存
症

に
関

す
る

お
困

り
ご

と
は

、
ひ

と
り

で
抱

え
込

ま
ず

に
、

お
気

軽
に

ご
相

談

く
だ

さ
い

。
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当

セ
ン

タ
ー

で
、

依
存

症
フ

ォ
ー

ラ
ム

を
開

催
し

ま
し

た
の

で
、

お
知

ら
せ

し
ま

す
。
 

 

 今
年

度
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

感
染

症
拡

大
防

止
の

た
め

、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
開

催
と

し
、

Y
o
uT

ub
e

で

の
ラ

イ
ブ

配
信

を
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

 
「
依

存
症

自
助

グ
ル

ー
プ

と
障

害
者

運
動

：
無

力
の

力
、

他
力

と
自

力
」
と

題
し

て
、

講
師

の
熊

谷
 
晋

一
郎

氏

（
東

京
大

学
 

先
端

科
学

技
術

研
究

セ
ン

タ
ー

 
准

教
授

）
に

ご
講

演
頂

き
ま

し
た

。
熊

谷
氏

は
脳

性
ま

ひ
の

当
事

者
で

あ
り

、
当

事
者

研
究

を
専

門
に

さ
れ

て
い

ま
す

。
ご

講
演

で
は

、
「
自

立
」
と

は
、

依
存

の
な

い
状

態
を

言
う

の

で
は

な
く
、

誰
か

一
人

に
深

く
依

存
し

て
い

る
と

思
わ

ず
に

済
む

状
態

の
こ

と
で

あ
る

。
自

力
と

は
、

自
分

で
決

め
て

、

自
分

で
責

任
を

と
る

こ
と

、
他

力
と

は
、

自
分

依
存

の
解

除
、

仲
間

と
つ

な
が

る
こ

と
で

あ
る

、
と

い
っ

た
興

味
深

い

内
容

を
ご

自
身

の
経

験
に

基
づ

き
な

が
ら

お
話

し
い

た
だ

き
ま

し
た

。
 

ま
た

、
依

存
者

に
「
問

題
が

あ
る

人
」
と

い
う

ラ
ベ

ル
を

貼
る

の
で

は
な

く
て

、
「
人

と
し

て
生

き
る

上
で

、
依

存
の

一
側

面
が

あ
る

」と
い

う
理

解
が

共
有

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。
依

存
者

と
い

う
役

割
に

そ
の

人
を

閉
じ

込
め

な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

、
と

い
っ

た
支

援
者

に
と

っ
て

非
常

に
重

要
な

視
点

を
ご

教
授

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

 ＜
ご

案
内

＞
 

セ
ン

タ
ー
で

は
以

下
の

講
演
会

・
研
修
会

を
予

定
し

て
い
ま

す
。
 

詳
細

は
セ
ン

タ
ー

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
を

ご
覧

く
だ
さ

い
 

 

 
   発

行
：三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

 

〒
51

4
-
85

6
7

津
市

桜
橋

3
-
44

6
-
34

 
 

三
重

県
津

庁
舎

保
健

所
棟

2
階
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：
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9
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サ
ポ

ー
ト

し
ま

す
！

 

こ
こ

ろ
の

健
康

 

 

令
和

２
年
度

 
依

存
症

に
関
す

る
講

演
会
 

令
和

2
年

1
1

月
27

日
（
金

）
 

1
4

時
0
0

分
～

1
6

時
30

分
 

 
 

三
重

県
津

庁
舎

 
大

会
議

室
 

「
ギ

ャ
ン
ブ

ル
等

プ
ロ

セ
ス
依

存
の

対
処

法
 
 

～
金

銭
問
題

の
解

決
と

生
活
環

境
改

善
に

向
け
て

～
」
 

講
師

 
認

定
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

ワ
ン

デ
ー

ポ
ー

ト
理

事
長
 

司
法

書
士
 

稲
村

 
厚

 
氏

 

『
令

和
2

年
度

 
依

存
症

フ
ォ

ー
ラ

ム
（

8
/
2
9
（

土
）

)』
（

N
P
O

法
人

三
重

ダ
ル

ク
と

の
共

催
） 
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み
な

さ
ん

、
春

の
日

差
し

が
ま

ぶ
し

い
日

が
増

え
て

き
て

お
り

ま
す

が
、

い
か

が
お

過
ご

し
で

し
ょ

う
か

。
 

今
号

は
、

「
ひ

き
こ

も
り

支
援

」と
「自

殺
対

策
」に

つ
い

て
お

知
ら

せ
し

ま
す

。
 

 
 

 「三
重

県
ひ

き
こ

も
り

地
域

支
援

セ
ン

タ
ー

」
は

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

内
に

設
置

さ
れ

て
お

り
、

概
ね

1
8

歳

以
上

の
本

人
や

家
族

へ
の

支
援

を
し

て
い

ま
す

。
 

今
年

度
は

感
染

予
防

の
観

点
か

ら
オ

ン
ラ

イ
ン

で
、

ひ
き

こ
も

り
講

演
会

、
ひ

き
こ

も
り

支
援

者
ス

キ
ル

ア
ッ

プ

研
修

会
を

開
催

し
ま

し
た

の
で

、
お

知
ら

せ
し

ま
す

。
 

  
 

  

    講
演

の
一

部
を

ご
紹

介
し

ま
す

。
 

 
子

供
の

頃
の

い
じ

め
が

成
人

後
の

健
康

状
態

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
。

 

 
「
ひ

き
こ

も
っ

て
い

る
人

は
 

た
ま

た
ま

困
難

な
状

況
に

あ
る

ま
と

も
な

人
」
 

 
ひ

き
こ

も
り

か
ら

の
出

口
と

は
自

分
自

身
の

状
態

を
肯

定
的

に
受

け
入

れ
ら

れ
る

よ
う

に
な

る
こ

と
 

 
家

族
の

基
本

的
心

構
え

と
し

て
「
本

人
が

安
心

し
て

ひ
き

こ
も

れ
る

関
係

づ
く
り

」
両

親
が

一
致

団
結

す
る

こ
と

が
大

切
だ

け
れ

ど
、

こ
れ

が
難

し
い

家
庭

が
多

い
。

 

 
ひ

き
こ

も
る

子
に

敬
意

あ
る

態
度

で
、

「
あ

な
た

の
こ

と
を

も
っ

と
知

り
た

い
。

」
と

対
話

を
続

け
て

く
だ

さ
い

。
 

 
挨

拶
を

す
る

こ
と

 

 
親

に
と

っ
て

大
事

な
事

柄
は

本
人

に
と

っ
て

苦
痛

な
こ

と
が

多
い

の
で

、
控

え
る

の
が

マ
ナ

ー
。

 

 
意

味
の

な
い

話
を

し
て

く
だ

さ
い

。
例

え
ば

ゲ
ー

ム
、

マ
ー

ジ
ャ

ン
、

ペ
ッ

ト
の

こ
と

一
緒

に
ボ

ー
ド

ゲ
ー

ム
を

す
る

の

も
い

い
。

 

 
パ

ソ
コ

ン
、

ス
マ

ホ
な

ど
の

機
械

に
関

す
る

こ
と

を
聞

く
の

も
良

い
。

 

 
両

親
が

対
話

し
て

い
る

こ
と

も
大

切
。

 

 
暴

力
が

あ
る

場
合

は
「
嫌

だ
」と

拒
否

を
す

る
こ

と
。

「
暴

力
は

ダ
メ

」
で

は
な

く
「
嫌

」
と

い
う

こ
と

。
 

 
親

の
助

言
は

役
に

立
た

な
い

。
親

の
焦

り
は

子
供

を
支

配
し

た
い

気
持

ち
の

表
れ

。
 

 ほ
か

に
も

た
く
さ

ん
の

学
び

が
あ

り
ま

し
た

が
、

お
伝

え
切

れ
な

い
の

が
残

念
で

す
。

 

 
 

令
和

２
年

度
 

ひ
き

こ
も

り
講

演
会

（
令

和
3

年
1

月
2
5

日
）

 

「
わ

が
子

の
ひ

き
こ

も
り

を
長

期
化

さ
せ

な
い

た
め

に
 

～
家

族
が

で
き

る
こ

と
～

」
 

講
師

 
筑

波
大

学
医

学
医

療
系

 
社

会
精

神
保

健
学

 
教

授
 

斎
藤

 
環

 
先

生
 

セ
ン

タ
ー

だ
よ

り
 

 
こ

こ
ろ

の
健

康
 

第
４

２
号

 
 

 

２
０
２

１
年
３

月
発

行
 

 

  

 

      1
回

目
は

原
田

先
生

か
ら

ひ
き

こ
も

り
に

関
す

る
基

礎
理

解
か

ら
回

復
に

至
る

過
程

を
本

人
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
量

を
図

式

化
し

て
い

た
だ

き
、

「
支

援
の

ス
タ

ー
ト

の
ポ

イ
ン

ト
は

こ
こ

！
」
と

分
か

り
や

す
く
教

え
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

 
ひ

き
こ

も
り

の
経

験
者

の
方

か
ら

は
、

「
ひ

き
こ

も
る

こ
の

ま
ま

の
状

態
で

い
た

い
気

持
ち

が
9
9
％

」
「
こ

の
ま

ま
で

は
い

け

な
い

と
思

う
気

持
ち

が
1
％

」だ
け

ど
支

援
機

関
に

相
談

に
行

き
、

支
援

機
関

の
事

務
所

の
扉

を
ノ

ッ
ク

す
る

こ
と

が
で

き
ず

に
1

回
目

は
帰

っ
て

し
ま

お
う

と
し

た
け

ど
、

電
話

を
し

て
次

の
相

談
の

約
束

を
し

た
。

 

相
談

に
つ

な
が

る
ま

で
に

様
々

な
思

い
を

し
な

が
ら

来
て

く
だ

さ
っ

た
こ

と
。

 

 
今

は
働

い
て

い
る

け
れ

ど
、

孤
独

を
感

じ
、

苦
し

い
思

い
を

し
て

る
こ

と
は

ひ
き

こ
も

っ
て

い
た

時
と

変
わ

ら
な

い
、

今
の

方

が
孤

独
に

感
じ

る
こ

と
が

あ
る

、
と

教
え

て
い

た
だ

き
ま

し
た

。
 

 ２
回

目
は

県
内

の
市

町
の

ひ
き

こ
も

り
の

方
の

居
場

所
の

紹
介

を
し

て
い

た
だ

き
ま

し
た

。

い
な

べ
市

社
協

か
ら

は
居

場
所

提
供

だ
け

で
な

く
、

地
域

課
題

を
皆

で
考

え
、

啓
発

活
動

も
行

っ
て

い
ま

す
。

 

松
阪

市
社

協
は

、
「
今

日
の

気
分

カ
ー

ド
」
を

使
っ

て
、

利
用

さ
れ

る
方

が
し

た
い

こ
と

の
希

望
を

聞
き

、
す

ぐ
に

対
応

で
き

る
工

夫
を

し
な

が
ら

居
心

地
の

い
い

場
の

提
供

を
心

が
け

て
い

ま
し

た
。

 

伊
勢

市
社

協
は

ご
本

人
が

参
加

す
る

場
は

「
ひ

き
こ

も
り

」
と

い
う

言
葉

を
使

わ
ず

、
居

場
所

か
ら

就
労

に
結

び
付

け
ら

れ

る
よ

う
な

段
階

的
な

支
援

と
ご

家
族

の
居

場
所

、
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

を
し

て
い

る
と

紹
介

し
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

 

紀
宝

町
社

協
は

「
ひ

き
こ

も
り

は
特

別
じ

ゃ
な

い
（
D

V
D

）」
を

作
成

し
啓

発
に

力
を

入
れ

て
い

ま
し

た
。

 

伊
賀

市
社

協
は

本
人

の
や

り
た

い
こ

と
を

叶
え

る
居

心
地

の
い

い
場

所
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
次

の
ス

テ
ッ

プ
に

進
め

る
た

め
の

視
点

を
持

ち
つ

つ
支

援
し

て
い

た
だ

い
て

い
る

こ
と

、
地

域
の

皆
さ

ん
に

も
正

し
い

理
解

を
し

て
い

た
だ

け
る

よ
う

な
啓

発
活

動
も

工
夫

さ
れ

て
い

ま
し

た
。

 

●
ひ

き
こ

も
り

・
依

存
症

専
門

電
話

相
談

（
三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

）
 

Ｔ
Ｅ

Ｌ
 

０
５

９
－

２
５

３
－

７
８

２
６

 
毎

週
水

曜
日

 
午

後
１

時
～

午
後

４
時

 
（
祝

日
・
年

末
年

始
を

除
く
）
 

●
ひ

き
こ

も
り

専
門

面
接

相
談

（
予

約
制

）
 

ひ
き

こ
も

り
に

関
す

る
お

困
り

ご
と

は
、

ひ
と

り
で

抱
え

込
ま

ず
に

、
お

気
軽

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

令
和

２
年

度
 

ひ
き

こ
も

り
支

援
者

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

会
 

第
１

回
 
『

ひ
き

こ
も

り
に

関
す

る
理

解
と

支
援

』
 

講
師

 原
田

 
豊

 
医

師
（

鳥
取

県
立

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

 
所

長
 精

神
科

医
師

）
 

『
ひ

き
こ

も
り

当
事

者
の

体
験

発
表

』
ひ

き
こ

も
り

経
験

者
 

 第
２

回
 
『

ひ
き

こ
も

り
支

援
の

実
際

～
三

重
県

内
の

ひ
き

こ
も

り
の

居
場

所
の

紹
介

～
』

 

講
師

 い
な

べ
市

、
松

阪
市

、
伊

勢
市

、
紀

宝
町

、
伊

賀
市

の
各

社
会

福
祉

協
議

会
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春
は

進
学

や
就

職
、

職
場

の
配

置
転

換
な

ど
生

活
環

境
が

大
き

く
変

化
す

る
季

節
で

す
。

 

さ
ら

に
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

な
ど

変
化

が
ス

ト
レ

ス
と

な
り

や
す

く
、

毎
年

自
殺

者
数

が
増

加
す

る
時

期
で

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

３
月

は
自

殺
対

策
強

化
月

間
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
厚

生
労

働
省

が
発

表
し

た
「地

域
に

お
け

る
自

殺
の

基
礎

資
料

（
自

殺
日

・
住

居
地

）
」（

確
定

値
）
に

よ
る

と
、

全

国
の

自
殺

死
亡

者
数

は
前

年
か

ら
9
3
3

人
増

加
の

2
0
,9

0
7

人
で

し
た

。
三

重
県

で
は

31
9

人
で

前
年

か
ら

2
1

人
増

加
で

し
た

。
 

         

全
国

、
三

重
県

と
も

に
自

殺
者

数
が

増
加

し
て

い
ま

す
。

特
に

、
女

性
や

若
年

層
の

増
加

が
目

立
ち

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
流

行
で

生
活

苦
や

学
業

な
ど

の
悩

み
が

深
刻

化
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

ま
す

。
 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
を

受
け

、
わ

た
し

た
ち

の
生

活
は

大
き

く
変

化
し

て
い

ま
す

。
悩

み
を

か
か

え
た

と

き
、

つ
ら

い
気

持
ち

に
な

っ
た

と
き

は
、

一
人

で
抱

え
込

ま
ず

、
ま

ず
は

相
談

し
て

み
ま

せ
ん

か
？

 

 

 

 

 

サ
ポ

ー
ト

し
ま

す
！

 

こ
こ

ろ
の

健
康

 

 

発
行

：
三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
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３
月

は
自

殺
対

策
強

化
月

間
で

す
 

●
自

殺
予

防
・
自

死
遺

族
電

話
相

談
（
三

重
県

こ
こ

ろ
の

健
康

セ
ン

タ
ー

） 

フ
リ

ー
ダ

イ
ヤ

ル
 

０
１

２
０

－
０

１
－

７
８

２
３

 

T
E
L
 

 
０

５
９

－
２

５
３

－
７

８
２

３
 

月
～

金
曜

日
 

 
 

午
後

１
時

～
午

後
４

時
 

（
祝

日
・
年

末
年

始
を

除
く
） 

【
自

殺
予

防
夜

間
・
休

日
電

話
相

談
】 

 
 

 
 

 
 

T
E
L
 
  

０
５

９
－

３
３

４
－

５
２

４
５

 

（
な

お
、

4/
1

以
降

は
 

ナ
ビ

ダ
イ

ヤ
ル

０
５

７
０

－
０

６
４

－
５

５
６

と
な

り
ま

す
）
 

月
～

金
曜

日
 

午
後

４
時

～
午

前
0

時
お

よ
び

土
日

祝
日

、
年

末
年

始
 

午
前

9
時

～
午

前
0

時
 

●
こ

こ
ろ

の
傾

聴
テ

レ
フ
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２ 令和２年度 三重県こころの健康センター業務の方向性 

 

        

● 三重県こころの健康センター業務全般の方向性 

 

１． 精神保健医療福祉行政において、総合的な技術支援を行う機関として精神保健福

祉活動の推進の中核となる機能を備えるよう努力する。 

２． メンタルヘルスに関する悩みを抱えた方々への人権に対して十分な配慮を払いな

がら業務を行う。 

３． 他機関の業務に対する支援を行い、各分野・地域のネットワークを有効に機能させ

るよう努める。 

４． 公正な事務処理を行う。 

 

 

● 個別業務における方向性と具体的取り組み 

 

 １ 技術指導・技術支援 

 （方向性） 

① 保健所・市町を始めとして精神保健福祉に携わる支援機関への支援を行う。 

② 技術指導・技術支援が、各地域でより活動展開できるような仕組みを整える。 

 （具体的取り組み） 

支援機関からの相談、事例検討などに積極的に応じる。 

         

 ２ 教育研修（精神保健福祉基礎・専門研修） 

 （方向性） 

   「精神保健福祉」をテーマにした、関係機関職員のスキルアップを目的とした研修と

する。 

 （具体的取り組み） 

   精神保健福祉に関して、専門的で時宜を得た内容の研修を企画する。 

 

 ３ 普及啓発（広報啓発・情報発信） 

 （方向性） 

   ① ホームページの充実を図る。 

   ② メールマガジンなど、引き続き積極的な啓発・情報発信に取り組む。 

 （具体的取り組み） 

① ホームページによる情報発信・情報提供をタイムリーに行う。 

② 関係機関や県民向けのメールマガジン（年数回発行）を継続する。 

③ 県民公開講座や街頭啓発などの普及啓発活動を行う。 
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 ４ 精神保健福祉相談（専門相談） 

 （方向性） 

   「ひきこもり・依存症」「自殺予防・自死遺族」の専門相談の体制を継続するととも 

   に、相談の質の向上に取り組む。 

 （具体的取り組み） 

① 他の相談機関で実施し難い専門的な相談を受ける。 

② 疾患、状態像、今後の見通しなどの評価を行い、必要時は適切な関係機関につな

ぐ。 

 

 ５ 組織育成・支援 

 （方向性） 

   三重県内の団体を束ねている機関・組織を対象に、活動が活性化するよう支援を行う。 

 （具体的取り組み） 

   種々の当事者団体、家族会などへの支援を行う。三重県精神保健福祉協議会の事務局

運営を行う。 

 

 ６ 薬物相談ネットワーク事業（依存症対策） 

 （方向性） 

   三重県内の依存症の支援ネットワークが機能するよう、関係機関の連携強化に取り

組む。 

 （具体的取り組み） 

① 関係機関による依存症支援ネットワークを機能させるため、各圏域でネットワー

ク会議を開催する。  

② 依存症相談に対応できる人材を育成するための研修会を開催する。  

   ③ 当センターの依存症相談機能を充実させ、家族教室を開催する。  

 

 ７ ひきこもり対策事業（三重県ひきこもり地域支援センター） 

 （方向性） 

   「三重県ひきこもり地域支援センター」として技術支援を関係機関に対して実施し、

かつひきこもり支援ネットワークが機能するよう、関係機関の連携強化に取り組む。 

 （具体的取り組み） 

① 関係機関による「ひきこもり支援ネットワーク」を機能させるため、ネットワ

ーク会議を開催する。 

② ひきこもり相談機能を充実させ、家族教室・家族のつどいを開催する。 

③ ひきこもり相談に適切に対応できる人材を育成するための研修会を開催する。 

④ 「ひきこもり社会資源情報」の作成・運用を行う。  
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 ８ 自殺対策事業（三重県自殺対策推進センター） 

 （方向性） 

① 市町が、地域特性にあった自殺対策計画を策定し、効果的な自殺対策を推進でき

るよう支援する。 

② 自殺対策が総合的かつ効率的に推進されるよう関係機関のネットワークの推進

を図る。        

 （具体的取り組み） 

① 地域でより自殺対策が実施できるよう所管課・保健所等と連携し、市町・民間団

体への相談支援、技術的助言、自殺統計等必要な情報を提供する。 

② 自殺予防に関する各種研修会を実施し、人材育成を行う。 

③ 関係機関が集まる場を提供し、地域の自殺対策ネットワーク強化に努める。 

    

 ９ こころの健康危機管理 

 （方向性） 

   ① 関係機関が「災害時のこころのケア」と「ＤＰＡＴ」の役割を理解し、取り組め 

    るように体制づくりを行う。 

   ② 災害時のこころのケアについての情報提供と啓発に取り組む。 

 （具体的取り組み） 

① ＤＰＡＴや災害時のこころのケア等に関する研修会を開催し、災害時精神保健医

療に関する知識・技術の普及を図る。 

   ② ホームページやメールマガジンなどで情報提供、啓発を行う。  

 

 10 三重県精神医療審査会の審査に関する事務 

 （方向性） 

① 精神保健福祉法に基づいた適切な対応を迅速に行う。 

② 入院患者の人権擁護の視点を強化していく。 

 （具体的取り組み）  

① 精神医療審査会全体会で審査の趣旨を確認し、課題・問題点等を議論する。  

② 精神医療審査会 退院請求等の意見聴取の調整などを迅速に行い、入院患者の人

権擁護が滞りなく行われるよう努める。 

③ 入院患者、家族等からの電話や手紙などには、精神保健福祉法に基づき、適切で

丁寧な対応を行う。 

 

 11 精神障害者保健福祉手帳交付の判定及び承認、自立支援医療費（精神通院医療）支給

認定の判定 

 （方向性） 

   精神保健福祉法や障害者総合支援法に基づいて、保健所・市町と連携しながら、適切

な業務を行う。 

 （具体的取り組み） 

   情報共有の場を持つ（保健所担当者会議の開催など）。  



- 61 - 

 

 12 その他 

 （１）保健所担当者会議の開催 

  （方向性） 

    保健所職員に対して精神保健に関する知識や技術について提供し、情報共有を行

い、意思疎通を図る。 

  （具体的取り組み） 

保健所担当者会議を実施する。 

 

 （２）三重県精神保健福祉協議会事務局の運営 

  （方向性） 

① 三重県精神保健福祉協議会の事務局として、引き続き精神保健福祉の「普及・

啓発」及び「団体の育成」を行う。 

②  三重県精神保健福祉協議会の活動ＰＲに取り組む。 

  （具体的取り組み） 

① メンタルヘルスだより「りれいしょん」を発行し、精神保健福祉の普及・啓発 

を行う。また、助成事業により、団体の育成を行う。 

② 三重県精神保健福祉協議会会長表彰、三重県福祉関係功労表彰候補者の推薦事

務を行う。 
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